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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１１月１６日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時５９分　閉会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗  副委員長 安藤　薫  委　　員 柴田繁勝

委　　員 本保加津枝  委　　員 村上英明  委　　員 上村高義

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼環境業務課長　紀田光司　　同部参事兼環境対策課長　前川　弘

市民課長　村江　卓 同課参事　浅井重雄 産業振興課長　川上孝也

同課参事兼農業委員会事務局長　中井文雄　　環境センター長　五里江路人

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼国保年金課長　佐藤芳雄

同部参事兼健康推進課長　福永冨美子　　福祉総務課長　中岡曰生

高齢者障害者福祉課長　登阪　弘　　こども育成課長　山本和憲

介護保険課長　井口久和

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　中井真穂

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成１６年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成１６年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成１６年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成１６年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○嶋野委員長　それでは、ただいまから

民生常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は本保委員

を指名します。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

質疑を受けます。

　安藤委員。

○安藤委員　一昨日に続きまして質問を

続けたいと思います。

　非常に丁寧なご答弁をいただきまして

ありがとうございました。順を追って進

めたいと思います。

　医療費の助成制度につきましては、各

こども育成課、高齢者障害者福祉課から

細かい数字も含めてご答弁をいただきま

した。全体を見ますと、制度的には、例

えば乳幼児の場合ですと年齢制限が１歳

引き上げられるという、市民的に見ても

これはプラス面のものがあると同時に、

一部負担金の制度が各制度導入されるな

ど、市民への新たな負担というのが生ま

れています。

　一方で、市の一般財源等を見ますと、

大方といいますか、例えば、老人医療で

すと減少しているというようなことだと

思います。それから、母子の場合でも減

少というような数字をお示しいただいた

かと思います。この減少した部分が、こ

れまでの議論では他の施策へのシフトで

というようなお話もありましたが、国全

体の医療制度の改悪等などで、それから

一部負担金の増によって、市民的に見る

と非常に大きな負担が押しつけられてく

るもとで、そのもとで命と健康を守る大

事な医療助成の制度において市の負担が

減る、もしくは微増にとどまっていると

いうことは、果たして市としての姿勢が

どうなのかということを言わなければい

けないのではないかというふうに思いま

す。

　介護の分野では予防介護というような

考えが非常に重要視されてきました。医

療の分野でも、やはり医療費増大のもと

で早期発見、早期治療、そのためには健

康せっつ２１のような保健福祉事業など

にも力を入れていくという方針が示され

ていく中で、安心して早めにお医者さん

にかかることができるようにするための

制度というのがこの医療費の助成制度の

一つの役割だと思います。そういう観点

から、市民負担を少しでも抑えるという

ことをぜひ考えていただきたいというふ

うに思うわけです。

　例えば、乳幼児医療費の助成制度で一

部負担金の制度が１１月から始まったの

は先般も述べたとおりでありますが、事

務報告書の中にありますように、一部負

担金では、１１月から２月まで乳幼児の

通院部分、それから入院部分を合わせま

すと４か月で８６６万円になっています。

これを年にしますと、単純にいくわけで

はないと思いますけども、月ごとの助成

費を見ますと、やはり１１月から２月と

いうのは、助成費、医療給付費そのもの

は上がっている段階でありますから、そ

こをもとに計算すれば少な過ぎる数字で

はないというふうに思うわけで、この４

か月分、例えば１年間分に換算いたしま

すと約２，６００万円、これで市民の方々

へ新たな負担となっている一部負担の部

分を市としてカバーすることができるん

じゃないか。

　母子家庭医療助成につきましても、４

か月分で２７５万８，０００円。これを

３倍にしますと、もちろんこちらも単純

とは言いませんでしょうけども、この平

成１６年度決算から８２７万４，０００

円で母子家庭、ひとり親家庭の方々の一

部負担の助成、これを市としてカバーを
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して、それこそ子育てを応援する、子ど

もたちの健康な生活を守るための制度と

して市民に喜んでもらえることが進めて

いくことができるんじゃないかなという

ふうに思うわけです。

　関連しまして子どものアレルギー、小

児喘息であったりアレルギー疾患であっ

たり、これらも１歳６か月であったり４

か月の健診で問診をする中で実態の把握

に努めていただいているわけですが、そ

うした方々、そういった子どもたちのた

めの医療を助けていくという面でも、こ

の一部負担金の制度を再び公費負担をし

て援助をしていくということも考えるべ

きではないかと思いますが、その点ちょっ

と私、今示した一部負担金の制度の数字

も合わせましてどのようにお考えなのか

をお聞かせをいただきたいと思います。

　続いて、生活保護の方の問題でありま

す。

　面接記録も現在しっかりとつけていて、

パソコンにも入力されているというご答

弁がありました。一方で、生活保護はど

ういった条件のもとでやられるのかとい

う質問だけで来られる方もいるというこ

とで、そういう方の対応は、面接記録簿

には残っていないというふうなご答弁で

あったと思うわけです。生活保護という

のはやはり医療の分野と同時に、憲法２

５条で示されている基本的な最低限度の

文化的な生活を保障する上でも大切な制

度であって、さまざまな事情を抱えて窓

口に来られるという方がいらっしゃるわ

けで、きちんとした面接記録をとって懇

切丁寧な制度の説明をする中で、相手の

相談者の方々の事情を聞き出して、それ

に対応することが求められていると思い

ます。

　これは平成１６年度ですが、ある方が

その１年前に窓口に来て、体の調子が悪

くて、しかも仕事がないという状況で、

やむにやまれず生活保護の窓口に伺った

けども、「就労しなさい」と、「仕事を

見つけなさい」ということで追い返され

たということがあったそうです。その中

で生活の大変さを訴えても、結局はまだ

年齢が５０代ということで帰されたと。

体の調子はどんどん悪くなる中で生活費

にも困って、新たにサラ金からお金を借

りて１年間、しかし結局、体調を崩して

サラ金のお金も返すことができなくなっ

て、改めて窓口に来たと。そのときには

当時の受付記録簿は残っていなかったと

いうことであります。

　いろんな方が来られるかと思いますが、

窓口に相談に来られるということはよほ

どの事情がある方だというスタンスで窓

口対応を行っていただきたいと思うわけ

ですね。面接記録簿が書かれてパソコン

にも入力されていると。これは生活保護

法の執行事務の監査事項の中にも所長決

裁まで必要な事務だということでありま

す。福祉事務所長の決裁まできちんと行

われているものかどうか、この点を改め

てお伺いをしたいと思います。

　それから、銀行振り込みにつきまして

は、大体約５０％の方が銀行振り込みに

なっているというふうにお聞きしました。

そして、生活保護受給を始められた初期

の段階の方についてのみと、それから希

望されている方については今も窓口での

支給だというお話であります。しかし、

これについては、やはり本人さんが、お

話にもありましたように、銀行での出金

手続きができないとか、そういった手続

きができなくて自分でとりにいきたいと

いう方を除いては、やはり極力銀行振り

込みの手続きをすると。そして、生活保

護を受けておられる方々の就労の援助で

あったり指導であったりという面につい
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ては、その支給とは別個に考えてやるべ

きではないかと思いますが、それについ

てもお聞かせをいただきたいと思います。

　移送費につきましては、適切な運用を

ぜひお願いしたいと思います。１年ほど

前お伺いしたときには、就労に関して、

就職活動に対しての交通費は今まで支出

した実績がないというようなお話を聞い

ていました。先日のお話では、後日報告

をすることによってその交通費が支給さ

れているというふうなお話がありました

ので、その点については改めて適正な運

用を求めておきたいと思います。

　あわせて医療証につきましても要望と

しておきたいと思います。

　それから、夏期、歳末一時金、これは

平成１７年度の削減ということで、平成

１６年度決算とはちょっと離れます。簡

単に触れるだけにしておきたいと思いま

すが、夏期で３，９００円ですか、１人

世帯。歳末では４，２００円が今まで一

時金として支給されていたと。クーラー

代であったり暖房代であったり、歳末で

あればさまざまなご近所や親戚との関係

もありますので、ささやかな一時金とい

う形で援助金が出されていたというよう

に理解しているわけですが、この間、生

活保護の老齢加算が段階的に廃止をされ

ていくと。一方で生活保護基準そのもの

も削減されてきている。そして摂津市の

水道料金の減免制度についても、生保世

帯に対しては廃止になりました。水道料

金１０トン、基本料金が１か月１，１９

７円ですね。そうしたお金も生活扶助費

の中から切り詰めてやっていくようにと

いう中で、この一時金を削減していくと

いう大阪府の姿勢でありますが、それに

大阪府が削るから摂津市も削ってしまう

というようなことではなく、摂津市とし

てもしっかりと検討をする必要があるの

ではないかと思っております。

　平成１６年度の決算では４８７万１，

０００円でした。その中の半分の２４３

万８，０００円は大阪府の補助金であり

ます。ですから、その残りの半分を二百

数十万円、摂津市として頑張って支給す

れば、これまでどおり生活保護世帯の方々

に一時金の支給を継続することができる

わけでありますので、その点については

要望したいと思います。

　それから、ケースワーカーさんが６人

で１人当たり今、九十数件、どんどん生

活保護世帯も増えている状況のもとで１

００件になっていくというようなお話を

いただきました。１か月稼働日数２０日

と考えますと、１人で１日５件の訪問が

必要になってくるのかなと思うわけです。

いろいろなご事情を抱えておられる、そ

していろんな人生経験を抱えてこられて

いる方々のところに、やはりケースワー

カーの方が親身に相談に乗って、適切な

指導、適切な自立のための援助をしてい

くということが、今、本当に求められて

いると思うわけですが、この１人１００

件という状況は果たしてどうなのか。も

ちろん訪問するだけでなくデスクワーク

もあります。関係団体や関係機関への働

きかけというような手続きも事務負担と

しては大きいものがあると思いますが、

今後、生活保護世帯がさらに増えていく

という見通しが示されている中でこのケー

スワーカーさんの６人、１人当たり約１

００件という件数についてどのようにお

考えなのか、お聞きしたいと思います。

　続いて、３番目の障害者福祉の件につ

きましては、障害者医療等も含めまして、

自立支援費制度によって制度の趣旨その

ものが介護保険制度と同じように契約形

態に変わっていくと。しかし、大きな違

いは応能負担が保たれたということだっ
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たんではないかと思います。それによっ

て支援費制度に変わったとしても利用者

負担が大幅に増えることもなく、逆に減

る方もいらっしゃるという状況にあった

のではないかと思いますが、この間、介

護保険をはじめとして、社会福祉が受益

者負担という言葉によってサービスに対

して利用料を課すという制度を、そうい

う社会福祉の構造改革がどんどん進めら

れている中で自立支援法案が通りました。

今後これが応益負担として大きな負担に

なっていくことが非常に心配されている

わけですが、この点についてですね、さっ

きにも質問しましたけども、障害者施策

に関する新長期行動計画、これは平成１

６年に策定事業が行われています。平成

１７年までの期間で、新たな策定をされ

ているということでありますけども、こ

の中に障害者施策の理念が書かれている

わけですが、障害者の方々に対するサー

ビスが障害者の方々の利益になるのかど

うか、果たしてそういう考え方でいいの

かどうかという点ですね、考えたときに、

この計画の理念はこのように言っている

んです。

　本市の「憲法を守り人間を尊重する平

和都市宣言」及び「ふれあい都市宣言」

に貫かれている基本的人権を尊重する立

場から、障害のある市民が社会生活及び

社会の発展に参加する完全参加及び他の

市民と同様に生活し、活動することがで

きる平等な社会を実現するため、すべて

のライフステージにおいて、多方面から

障害の程度に即した適切な支援を行い、

全人的な可能性の追及をめざすリハビリ

テーションの理念と、障害のある市民が

地域社会の一員として、障害のない市民

とともに生活し、活動することが当然の

姿となる社会づくりをめざすノーマライ

ゼーションの理念のもとに、この施策を

推進していく、というふうに書かれてい

るわけです。

　障害者の方への福祉を障害者の方々へ

の利益と考えてしまう、そういう考え方

に立つのか、それともこの中で示されて

いるように、障害者の方々も完全社会参

加、社会生活に対して完全に参加できる

ように、そしてどの人も平等な社会をつ

くっていくことを資するための施策であ

るのか、そういう考え方に立って頑張っ

ていくのか、ここに大きく今、行政とし

て問われていると思うわけです。その点

ちょっと話が大きいのですけども、これ

は福祉全体にかかわる問題ですから、部

長か助役か一度見解をお聞かせいただき

たいと思います。お願いします。

　続いて、４番目ですが、児童福祉の分

野でその点をお答えをいただきました。

児童扶養手当の点はわかりました。

　それから、保育所待機児の問題、特に

低年齢のゼロ歳児、１歳児の待機は非常

に厳しい状況にあるということも現実問

題としてあると思います。配置基準の緩

和の問題と、そしてよりよい子育て環境

をつくっていくという相反する状況のも

とで厳しい運営になっているかと思いま

すが、新たな保育所も建設されるという

ことであります。非常に予算も伴うもの

でもありますし、かといって、基準を緩

和して狭いところに子どもたちを押し込

むのはどうかと、この点は非常に担当課

としても厳しい選択等を迫られる場合も

あるかと思いますが、子育てに責任を持

つ行政としての役割、その観点において

今後努力を進めていただきたいと思いま

す。

　それから、摂津保育所の件でございま

すが、官から民へという動きが非常に強

い中で、昨日の総務常任委員会の議論を

聞いておりましたら、官から公へ、公と
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いうのは市役所ではないんだと、市民も

含んで一緒に取り組んでいくことが大事

だというようなご答弁をお聞きして、な

るほどなと思った次第でありますが、子

どもを育てていくという環境を守ってい

くという意味でも公立保育所の役割が大

きかったことを今の摂津保育園の運営状

況からもわかるのではないかなというの

を答弁を聞いて感じています。というの

は、やはり公立摂津保育所を民営化する

に当たって新たな委託先を選ぶときの選

考委員会の中で公立保育所の質を落とさ

ないようにするような条件をつけたり、

５年間の条件をつけるなど要望して、そ

ういう縛りの中で新たな委託を受けた社

会福祉法人さんが運営をしていくという

ところが、まさにそのことを示している

のではないかなというふうに思うわけで

すが、そうした縛りを条件として民営化

された摂津保育園において、園舎はもち

ろん老朽化しているということはありま

すけども、無償貸与しているわけです。

そして新たに建設する際に市民が集う都

市公園の一部を貸しているわけです。こ

ういう点から考えても、それなら公立保

育所でなぜいかんかったんだろうかとい

うことを感じざるを得ないわけですが、

その点はご見解をお伺いしたいと思いま

すし、今後の保育所の民営化方針は、や

はりここはもう見直すべきではないかと

思いますが、その点もあわせてお願いし

ます。

　そして、ファミリーサポートについて

も実数をお示しいただき、また、コーディ

ネーターの方のお仕事もご説明をいただ

きました。もちろんこれはＰＲをして需

要を大きく広げていくということは大事

だと思います。しかし、子育ての観点で

いきますと、既に需要としてあって、待

機児の多い保育所の問題、ここをまず解

決をしていくということが優先順位とし

てはさきではないかなというふうに思う

わけです。保育所の問題とファミリーサ

ポート、対象とする、また目的も違うと

思いますので、その点についてファミリー

サポートの充実なども含めて要望してお

きたいと思います。

　それから、市営葬儀について１点お聞

きしますが、６月の議会の中では市営葬

儀料の中でメモリアルホールで行われる

葬儀につきまして、１６万３，５００円

の中から先般の答弁では８，０００円を

差し引いた分を業者さんにお支払いをさ

れていたと。６月ではそれに５，５００

円さらに控除をして支払うということが

あるというようなご答弁がありましたが、

今回は改めてもとの８，０００円に戻っ

ております。その点については整理がつ

いているのかどうかですね、ちょっとそ

の点だけ聞かせてください。

　保健所支所の問題は今後も支所がなく

なってしまって大変ご苦労が多いかと思

いますけども、保健所との連携を深めて

いただきたいと思います。

　ごみ減量、それから公害対策につきま

しても、ごみ減量についてはちょっと私

の質問の中でなかなか進んでないのでは

ないかというようなご質問をさせていた

だきましたが、ご答弁では事業系のごみ

でもかなりの減量が進んでいるというよ

うなお話をいただきました。今後さらに

減量に向けて取り組んでいっていただき

たいと思います。

　そして、公害対策につきましても、Ｒ

ＰＦ、ＲＤＦの施設、それから産業廃棄

物中間処理施設、またごみの焼却場等が

たくさんある地域でありますので、大阪

府と連携して大阪府任せにしないでです

ね、市としてきちんとしたチェック機能

を果たすようお願いをしておきたいと思
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います。

　それから住民基本台帳カードでござい

ますが、市民課へ行きますと住基カード

をつくりましょうという総務省のポスター

が張られています。現段階で三百数十枚

ということであるわけでありますが、心

配されるのは、やはり住民基本台帳の法

律がつくられ、ネットワークにのせられ

るという中でですね、情報漏洩であった

り、それから個人情報保護法が生まれま

したけども、何かあったとき、何かあっ

てからでは大変遅いということでの心配、

そして行政や国権力が個人の情報をつか

んで、これをほかに流用してしまう、そ

ういうことも非常に心配されていたわけ

です。今は法律で目的以外に使うことは

禁じられて、細かく業務も指定されてい

るわけですが、これは、順次、法改正を

すればどんどんどんどん拡大していくこ

とになりかねません。そういう点から私

ども非常に厳しく注目をしながら見てお

きたいと思いますが、住基ネットを接続

して万が一、不正アクセス等があったと

きに直ちに切らなければいけない。そう

した条例上の担保がなかった状況でも、

なかったという点においては、昨日、総

務常任委員会では条例改正に向けて検討

を進めるというようなお話もありました。

市民課の運用として住基ネットをつなげ

るとき、恐らくパスワード、もしくはカー

ドによって行われると思いますけども、

いちいちその方が席を立つときにはきち

んと切断がされるのかどうか。席を立っ

ている間にほかの人が入ってきてそのま

ま運用ができてしまうということになっ

ていないのかどうか。それから、いろい

ろな方がやはり市民課の窓口の中に入っ

てこられる場面もたくさんありますが、

そういったところを市民の方が見ておら

れまして、住基ネット個人情報、特に住

民票の閲覧の問題なんかでも今、社会か

らも注目されているときでありますが、

そういった点についてのお考えについて

は改めてちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

　あと産業振興の方も、川上課長から大

変丁寧にご答弁をいただきました。人材

育成であったり、それからいろいろな購

買実態調査であったり、通行量調査であっ

たり、その中で業態の変更をして、すき

ま的な業種転換というんですかね、大規

模店ではない地元で買えるようなものと

いう業種転換なども産業振興のために、

地元の商店活性化のために必要ではない

かというようなお話をしていただいたか

と思います。もちろんこれは重要なこと

であって、手を抜くような仕事ではない

と思いますが、現に今シャッター通りと

言われるような商店街が全国で大きく増

えてくる中で、また摂津の、地元の商業

を活性化としていくという直接的な手だ

ては果たしてないものかどうか、ぜひ検

討していただきたいと思うんです。

　この間、商店ではなくして摂津市でお

仕事されている業者の方々の仕事を増や

していくという点で、各市で進められて

いる小規模工事の希望者登録制度、この

間もご提案を申し上げてまいりました。

入札要件にかからない小さな零細業者の

方々が摂津市の小さな仕事を希望登録を

しておいて、そこの人に発注していくと

いう制度でありますが、これも昨日の総

務常任委員会の方では検討が進められる

というようなご答弁がありました。そう

した摂津市内の業者さんの仕事を増やし

ていくというようなことも、ぜひ産業振

興としていろいろな部署と関連するわけ

でありますが、連携をして検討していた

だきたいと思うんです。

　これも小規模工事希望者登録制度とあ

－ 7 －



わせて、私、住宅リフォーム助成制度と

いうのを二度ほど本会議の方でも取り上

げました。先般の議会でも耐震補強工事

への助成制度の提案の質問もあったかと

思います。住宅リフォーム助成制度、私、

質問したときには、個人資産の形成にな

るとか、なぜ建設業者に絞るのかとか、

既に住宅ローンなどの他の施策があると

いうようなご答弁でありましたが、やは

り各自治体で、全国でこの住宅リフォー

ム助成制度が進められているわけで、東

京であれば、一たんなくなっていたもの

がまた復活をしてきた、これは悪質リフォー

ムを防止するという点でも非常に有効な

手だてだと思いますし、市が負担する補

助金の十数倍、３０倍近いお金が市の中

で動くような制度ということで、住宅関

連事業だけでなくて幅広く摂津市の経済

を活性化させていく効果があるというこ

とで全国でどんどんと進められてきてい

るんだと思っています。この点はちょっ

と決算の方から大きくずれておりますの

で、お答えできる範囲で結構ですが、ぜ

ひ検討をお願いしたいと思います。もし

お答えできれば見解をお聞かせください。

お願いします。

○嶋野委員長　それでは答弁をいただき

ます。

　川上課長。

○川上産業振興課長　最後にご指摘がご

ざいましたんですが、とりわけ住宅リフォー

ム制度、ご質問の中にもございまして、

今までも機会をとらまえていろいろご指

摘なり方向性へのご提案というようなこ

ともいただいていることも十分承知をし

ております。私どもなりには日々の新聞

報道等も十分注意をしながら、ご指摘の

ように全国的に新たにその制度に着手を

されるという自治体もおありになるとい

うことは、それなりに承知はいたしてお

ります。

　ただ、府議会あたりでも同じようなご

論議があるようでございまして、そんな

やつも拝見しとるんでございますけれど

も、そちらの方でも、もう少しちょっと

検討、研究をしたいというようなことだっ

たようでございますけれども、私どもも

基本的にはちょっとまだその枠を残念な

がら出ないと申し上げざるを得ません。

もう少しお時間をいただきまして研究を

させていただきたいというふうに考えて

おります。

○嶋野委員長　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　生活保護に関して

数点ご質問ございますので、お答えさせ

ていただきます。

　１番目の記録簿の件でございますが、

相談も含めて記録簿はとっておりまして、

従来より所長決裁をしております。

　なお、窓口での親切丁寧な応接につき

ましては、今後もより一層、職員に周知

しまして、応接に当たるようにと指導し

てまいりたいと考えております。

　２番目の銀行振り込みの件でございま

すが、３００件、約５０％の方が振り込

みを利用していただいておりますが、や

はり残りの方、約半数おられるわけです

が、病院とか、入院されているとか、施

設に入っておられる方は当然施設の方に

送金するわけですが、やはり新規開始間

もなくの方とかですね、それからやはり

引き出しが困難な方も当然おられますし、

それから処遇上、援助指導が必要な方も

おられますので、そういった方について

は、とりあえず窓口へ来ていただいてお

話を聞いたり指導したりということがあ

ります。また、それが順次落ち着いてく

るといいますか、きましたら、また振り

込みにしていただくように処置をしてお

ります。
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　３番目の移送費の件ですが、今後も適

正な事務に努めてまいりたいと考えてお

ります。

　ケースワーカーの件でございますが、

現在、担当１人１００世帯を超えておる

状況でございまして、職員に負担がかかっ

ているのも事実でございます。この件に

関しましては、職員の増等の問題も絡み

ますので、人事課と十分協議してまいっ

ておりますし、今後も進めていきたいな

と考えております。

○嶋野委員長　浅井参事。

○浅井市民課参事　住基ネットの画面上

での操作に当たりましてご懸念をいただ

いたわけですが、私どもの住基ネットの

画面については、業務を操作する場合に

画面は常に操作者カードを入れてくださ

いという画面にしております。操作業務

を必要とする場合、その操作者画面に対

して市民課の中で限定された住基ネット

を処理できる者を限定しておりますが、

その者が操作者カードを挿入した上で、

さらにその者が一人一人管理しておる個

人のパスワードを入れることによって業

務画面に進んでいくという形になってお

ります。

　それぞれが個々の業務を処理した場合、

業務画面を終了させて、またその操作者

カードを入れてくださいという画面に戻

しておくというのが我々の指導しておる

ところであり、現実にはそういうふうに

なっておりますので、市民課の職員であっ

ても、その限定された住基カードを利用

できる権限のない者にあっては住基ネッ

トの画面を操作できませんし、ましてや、

他の課の職員においてもできないという

形で、住基ネットの端末管理については

適正になっておるものというふうに考え

ておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

○嶋野委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　こども育成課に

かかわりますご質問について、ご答弁申

し上げます。

　まず、医療費助成関係でございますが、

乳幼児医療、母子医療、ひとり親医療で

ございますが、医療においては平成１５

年、平成１６年で微増、または微減を一

般財源ベースでしておる関係で、市民の

方にお支払いいただいている一部負担に

ついての検討をしてみてはどうかという

ご質問でございますが、委員の方からご

説明がありましたように、まず乳幼児医

療におきまして昨年決算を１年ベースに

直しますと約２，６００万円、母子医療、

ひとり親医療におきましても約８２０万

円という金額でございます。

　今、大阪府制度におきましては一部負

担を導入する形で制度助成をいただいて

おります。そこを、市の制度を一部負担

をなくすというような制度にいたします

と丸々まず市単独の助成になると。

　また、ひとり親家庭、母子医療につき

ましては、来年度から大阪府の助成が５

分の３から２分の１に減額になると。

　他の老人、障害、全体を継続的に助成

していくために、昨年の議会におきまし

て継続的に我々もしていきたいというこ

とで一部負担の導入をご提案させていた

だいて、可決いただき、今現在に及んで

いるということでございますので、その

辺につきましてまたご理解をお願いした

いということでございます。

　ただ、大阪府の方で今年度に入りまし

て、各市ブロック代表を集められて福祉

医療制度課題等検討会というのを開催し

ております。この辺の詳細等々につきま

しては、高齢者障害者福祉課の登阪課長

の方からご説明をさせていただくという

ことでお願いをいたします。
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　摂津保育園に関するご質問でございま

すが、今現在、三島公園の一部を使いな

がら建て替えを行っているという状況か

ら見れば、また公立保育所の保育内容等々

を継続して引き継いでおられるというと

ころから、なぜ公立でできないのかとい

うご質問でございますが、やはり現状、

当時、大分老朽化が進んでおりました。

これを公立で建て替えるとなったらそれ

なりにといいますか、市の一般財源ベー

スの金額ははかりしれないものがあると。

　また、今般、今年度の大阪府全体の内

示状況を見ますと、公立保育所、他市の

状況はわかりませんけども、すべて民間

の法人さんの分が内示で結果を得ておる

という状況を見たときに、果たして公立

でそういう申請を挙げたときに、優先順

位からいくとやはり民間さんが優勢にな

るという過去の経過もございますので、

そうなれば老朽化等の状態で、保育環境

の増大で保育を継続していただくことに

なると。民営化させていただいたことに

より建て替え等も進み、また建て替えに

より新しい保育サービスもしていただけ

ることになり、また保育環境も向上する

ということで、ある一定民営化の成果が

あるのではないかということで理解をし

ておりますので、ご理解を賜りたいとい

うことでございます。

　さらに今後の民営化についてでござい

ますが、現在の基本方針といたしまして

は、財政状況が好転しない場合には、さ

らにもう１園の民営化について検討する

ということが現在の基本方針でございま

す。

○嶋野委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

福祉医療制度改正に伴います一般財源の

減によりまして、改正に伴い導入されま

した一部負担金の患者負担を公費負担で

きるのではないかとのご質問でございま

すが、現在、大阪府の補助制度が乳児医

療費制度で２分の１負担になっておりま

して、他の医療につきましては５分の３

となっております。これが平成１８年度

から他の医療も乳幼児医療と同様に２分

の１となることから、平成１６年度の実

績ベースで考えますと、約２，７００万

円の補助金の減と想定しております。ま

た、各医療につきましても、今後、医療

費の実績が増大してくるというふうに考

えております。

　このようなことからも、制度導入時に

申し上げましたように持続可能な制度の

再構築ということで、一部負担金の制度

の継続につきましてもご理解をいただき

たいというように思っております。

　ただし、一昨日の答弁でも申し上げま

したように、大阪府の方で福祉医療複数

医療機関受診実態調査が実施されており

まして、その結果を一昨日申し上げまし

たように、全体としましては当初の想定

の範囲内でございますが、一部負担額が

大きい方もいらっしゃるということを受

けまして、現在、大阪府、大阪市と、そ

れから市長会及び町村長会を代表いたし

まして、各ブロックから選出されました

５市１町１村で福祉医療制度課題等検討

会を設置しまして、本調査結果をもとに

今後の制度的な対応も含めた検討を行っ

ております。この検討結果を待って市と

しての今後、一部負担金のあり方につい

ての対応を決めてまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

　それから、障害者自立支援法の施行に

伴い、今までの応能負担から応益負担へ

ということで、その評価についてという

ことでございますが、委員のご指摘の問

題につきましては、障害者自立支援法そ
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のものの評価にかかわることと認識いた

しますが、本法の評価につきましては障

害者団体の間でも非常に意見の相違があ

り、難しい問題というふうに認識してお

ります。ただ言えますことは、障害者自

立支援法が出されてきた背景には、支援

費制度のもとにおける財源不足が大きな

要因であることは間違いないところであ

るというふうに認識しております。国は

支援費制度の財源不足を補うために厚生

労働省内の予算をかき集めまして、何と

か支援費制度の財源不足を大きな問題と

ならないようにつくろってきたというの

が現状でございます。したがいまして、

その一方で支援費制度に基づかない他の

事業において補助金が削減されたり、あ

るいは当然措置されるべき予算が措置さ

れなかったりなどの事態が起きており、

施策の推進に大きな支障を来しておりま

す。

　確かに委員ご指摘のように、利用者負

担の問題をとりますと、これまで負担の

なかった方が来年４月からは所得に基づ

いた月額負担上限の措置などがあるとは

いえ、原則１割負担ということですから、

負担が増えることはこれは明らかであり

ます。また、先日も申し上げましたよう

に、制度改革が全般にわたっております

ので、障害当事者をはじめ、行政も含め

ました関係者が不安を持っていることも

事実であります。しかし、現行の支援費

制度をこのまま継続していけば、ますま

すサービスに要する費用が膨らみ、いず

れ早晩、サービスの個別給付については

絞り込まざるを得ないような状況になる

ことが想定されるのも事実でございます。

制度の見直しは避けて通れない問題であ

るというふうに考えております。したが

いまして、今後、自立支援法の内容の問

題につきましては自立支援法にとどまら

ず、国の障害福祉全般にかかる施策の推

進状況の中で、障害当事者や関係者の理

解を得ることができるかどうかにかかわっ

ているというふうに考えております。

　また、市町村におきましては、このよ

うな中で、本来、国が負担すべき費用を

市町村に転嫁することのないよう注意し

ていく必要があるというふうに考えてお

ります。市といたしましても、このよう

な国の動向を見極めながら、障害当事者

や関係者のご意見を聞きながら、必要に

応じましては市長会等を通じて国や府へ

要望してまいりたいというふうに考えて

おります。

○嶋野委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　市営葬儀の使用

料、委託料の件でございますが、平成１

７年度、今年度の委託料の契約をする際

に、市営葬儀の指定業者さんとの中で昨

年度よりもさらに５，０００円減額して

委託料を設定するという方向で考えておっ

たわけでございますが、結局、最大使用

料８，０００円が１万３，０００円にな

るという形になるということで、市民に

還元すべきではないかというようなご議

論をいただく中で非常に混乱しておった

わけでございますが、これまで市営葬儀

使用料ということで、メモリアルホール

での市営葬儀がどんどん増えていく中で、

安価で簡潔なと申しますか、そのような

葬儀をするという市営葬儀のあり方その

ものが疑問点等、課題ということで残っ

ておりました。種々ご意見をいただく中

で、本年度は昨年度と同様の契約でする

ということで推移しておりまして、ただ

いま市営葬儀のあり方そのものを根本の

ところから考え直すということで検討し

ているところでございます。

○嶋野委員長　応能負担から応益負担に

対する考え方、サービスは本当に利益な
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のかということに関しまして答弁いただ

きます。

　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　経費の問題なんで

すけど、応能負担、応益負担、いろいろ

あるわけですけれども、これは社会的な

流れという部分も大きな問題と思います。

これは何かといいますと、やはり国ある

いは市町村の財政的なものから発生した

ものだと思っております。

　また、先日も三位一体改革の中で生活

保護費の削減が示されました。これは案

としてですけれども。そのときにですね、

各都道府県こぞってこれについて反対だ

と、というのは何であるかといいますと、

生活保護、これが実際に実施されますと、

各都道府県あるいは一番大きなのが市町

村ですけれども、ものすごい負担になっ

てまいります。

　このような中で社会的弱者をどのよう

にしていくのか、あるいは弱者を救って

いくのは当然のことなんですけれども、

これは市町村の問題だけでなく、当然、

国や府もかかわった問題ですので、何ら

かの手だてがあっていいもんなんですけ

れども、そのあたりでもいろいろな補助

金が削減されているのも現実でございま

す。

　弱者と思われる方へのどのように対応

していくのかなというのは、これは恐ら

く経費のかかる問題だと思いますけれど

も、市も今現在いろいろな経費の削減も

行っておりまして、市の財政状況、また

国の財政状況、これは当然、皆さんご承

知の状況でありますが、また各種の我々

の施策だけでも高齢化などによって自然

的に扶助費の大幅な支出も増えておりま

すので、全体的な中でこれは調整してい

きたいなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　医療費助成の問題について

は、昨年の１１月から一部負担の制度が

導入されたということで、まだ年間通し

ての実態というのも今調査もされて、想

定内の結果もあり、負担が増えた人もい

るというような結果をお示しもいただい

たわけですが、摂津市としてもですね、

やはり医療費の問題、早期発見、早期治

療という意味ではお医者さんにかかりや

すくしていく。そして、やはり子育てを

応援していこうと思ったときに、小さな

お子さんを抱えている人たちを支えてい

く。これは社会的、全国的にもこの流れ

というのは大きいですね。乳幼児医療助

成制度、無料化というのがもう大きく広

がってきているわけです。そうした中で

大阪府が一部負担金の導入ということで

ありますから、全国的にもこれは逆行し

ていることであって、改めてこれは要望

としておきたいんですが、大阪府に対し

て、この検討会議の検討なんかもありま

すけども、大阪府へ、また国に対してこ

れは強く要望していただきたいというこ

とを要望しておきたいと思いますし、摂

津市としてもそういう観点で模索を続け

ていただきたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。

　生活保護の方につきましては、１人当

たり１００件、これが多いのか少ないの

か、もちろんケースワーカーさん一人一

人の経験によっても差は出てくる問題だ

と思います。しかし、生活保護を受給さ

れている方というのは、さまざまな人生

を経てこられた中で、いろいろな体験を

された中で今そういう困難な状況に陥っ

て生活保護を受給されている方もたくさ

んいらっしゃいますので、やはり経験豊

かな職員との連携も必要ではないかとい

うように思うわけです。１人当たり１０
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０件で非常に過剰負担になってくると、

一人一人に懇切丁寧な適切な援助、指導

というものではなくて、逆に、「これは

だめ」「あれはだめ」、そしてプライバ

シーに立ち入ったような、今度は個人の

人権の分野に踏み込んだようなところに

まで発展することにもなりかねない。

　それから一方では、今、盛んに言われ

ていますけども、生活保護不正受給の問

題なんかが盛んにマスコミなどでも取り

上げられています。これは本当に由々し

き問題であると思います。セーフティネッ

トの制度である生活保護はですね、不正

受給者がいるというようなことがまこと

しやかに世論として広げられていく中で、

本当に頑張っている方々が生活していく

上で自分の生存権として確立している制

度が受けにくくなる、ためらうような形

になる、そういうことがあってはならな

いと思うんですが、そういったことを起

こさないためにも、やはりケースワーカー

さんの懇切丁寧で適切な援助が必要であ

りますし、そういう点では本当に市民の

命にかかわってくる問題だと思いますの

で、改めてケースワーカーさん増員であっ

たり、それから一人一人の能力の向上を

図っていただくようにこれも要望してお

きたいと思いますし、銀行振り込みや医

療券、それから面接記録をこんな小さな

メモでちょこちょこと書いておられる人

をたまにお見かけするわけですが、もち

ろんきちんとした記録簿がある、パソコ

ンに打ち込んでおられるということであ

りますので、きちんとした運用を進めて

いただきたいということを改めて要望し

ておきたいと思います。

　それから、保育所の方でありますが、

もちろん民営化がされて引き受け先の社

会福祉法人さんが新たな保育ニーズを担っ

てやっていかれること、充実した保育を

進めていただくということに対しては大

いに期待するものであります。同時に、

そうした新たなニーズをお願いする中で、

やはり市民、保護者からしてみたら公立

の保育所を残してほしいという思いから

選考委員会の中でいろいろな思い、要望

が課せられたわけであります。財政の問

題、もちろんこれは無視するわけにはい

かない問題。障害者福祉やいろいろな福

祉での応能負担、応益負担、受益者負担、

さまざまな問題も今、部長からお話もあ

りましたけども、問題はあるかと思いま

すが、市民一人一人の子育てであったり、

それから医療であったり、福祉、その窓

口というのはやはり市役所であります。

その市役所に市民が訪れて自分の思いを

ぶつけたり自分の願いを訴えたりするわ

けで、一番市民の声を理解しているのも

市役所だと思います。そうした中でさま

ざまな法律が国の方でつくられてきます。

障害者自立支援法もそうですけども、い

ろいろな法律ができてくる中で財源の問

題、国の財源の問題いろいろありますが、

しかし、憲法の精神からおいてですね、

それから摂津市の障害者の計画の中でも

ありますように、障害者の方々が弱い立

場の方だから助けてあげるというような

ものではなくて、本来、そういう障害者

の方も障害のない方と同じように社会参

加ができて、平等に生活できる社会をつ

くっていくというのが、これはその方々

の利益でなくて社会全体の利益であると

いう精神がうたわれているわけですから、

その精神に基づいてですね、財源問題も

ありますけども、その観点からの運用を

ぜひ図っていただくということが重要だ

と思うわけですが、その点は、もう一回

ちょっと受益者負担という考え方につい

て財源の問題はありますよ。国の方の制

度として国庫負担金の削減であったり、
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それから持続可能なものとか言われてい

ます障害者自立支援、支援費ができたと

きも新しい財布をつくったわけですから、

これはできたときからいずれ財源不足が

起きるということはわかりきったことで

あって、国が本来持たなければいけない

部分をもう既に断ち切っておいてから、

その部分の負担を業者さんであったり利

用者さんにどんどん転嫁していくという

流れがあるわけですので、そういったこ

とも含めて市民の暮らしを最前線で守る

市役所としての考え方までが受益者負担

というような考え方に変わってしまった

ときに、果たして本当に摂津市が求める、

憲法がうたっているノーマライゼーショ

ンの社会をつくっていくことができるの

かどうかということを私は心配している

わけで、その点についてはちょっと助役

から最後お聞かせください。お願いしま

す。

　住基ネットの方はわかりました。

　それから、住宅リフォームのお話もぜ

ひいろいろな研究もされ、工夫もされて

いく中で、地域に合った制度として生か

される制度として進められておりますの

で、研究を進めていただきたいと思いま

す。

○嶋野委員長　それでは助役。

○小野助役　大きな話ですので、応能に

しろ応益にしろ、それなりの施策にはそ

のどちらも取り入れたり、もちろん使用

料においては当然この議論にもあります

が、やっぱり応益によってやるべきでは

ないかというようなことも申し上げてま

いりました。

　例えば、担当のこども育成課の課長が

申しましたけども、今後の財政状況の中

での１保育所という考え方もありますし、

それからもう１つは、やっぱり考えなきゃ

ならないのは、この議論ですが、税で賄っ

ているとするならば、公立保育所は何を

なすべきかというような、こういう議論

もやっぱり私は大事だと思っております。

いわゆる障害児保育について、豊能に次

いで摂津は２番目に障害児保育を開始し

たところですね。それから、看護師にお

いても、摂津は単独でゼロ歳児に置いて

おるところですね。そういった速やかと

いいますかね、やっぱり民でやるべきも

のと、公で税で賄っている部分の保育は

いかにあるべきかという、こういう議論

も私はもう１つは必要でありますし、今

後、私どもは決して公立保育所について

この状況のままで推移するとも思ってい

ません。今後の状況によってはまた議会

とも十分ご協議しながらやらなければな

らないと思っています。

　しかし、いずれにいたしましても、昨

日も総務常任委員会でございましたよう

に、摂津の今日の状況で、やはり私ども

は、部長会でも言ったんですが、１０５．

６をもう少し厳しく見つめる必要がある

と思います。今財源、１９０億円ですか

ら、５．６で約１０億円、これは歳入で

上げるか歳出で経常的な経費を削るしか

１００になり得ないということでありま

す。

　したがって、例えば、隣の市で申し上

げとったんですが、隣の市は９０に近づ

いたと、大変な状況になったと、どう対

応するかというような状況と、私どもの

何か１０５．６に慣れてしまっておるん

ではないかという行政もですね、そうい

う気がしてなりません。したがって、平

成１８年度予算につきましては、応能応

益というその形もありますが、基本的に

は、やはり人件費、公債費、繰出金、施

設の問題、市税の問題、基金の活用、下

水道特別会計の問題、それから公社の健

全化問題、もう数多くございますから、
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私どもはその中で一定の方向をもう一度

出しながら見直ししなきゃならない。

　もっと申し上げるならば、国基準を上

回っている施策事業、市単でやっておる

事業、この２つで一般財源ベースで１６

億円出しております。１６億円にのぼり

ます。この辺をどういうふうに考えるか。

　私は、もう１つは、味舌小学校の統廃

合のところでも言うたんですが、確かに

行財政改革を進めるあまりにおいて、結

果的に市民が出ていってしまうというこ

とについては、これは何としても避けな

ければならない。この辺のすりあいをど

う考えて市民サービスを展開するかと。

しかし、現実に１０５．６というのは府

下のワースト２位であり、全国の７位と

いうこの状況はですね、これはもうはっ

きりと申し上げて、繰出金と公債費で府

下平均値であれば９１．６か７になるは

ずであります。そういったことも十分議

論しながら、安藤委員の言われた答えに

なっているのかしれませんが、平成１８

年度の予算の中で十分これは議論して、

私は助役としてトータルの問題としてこ

の問題を考えたいということを考えてお

ります。

○安藤委員　助役からもご答弁いただき

ました。経常収支比率１０５．６ですね、

全国でもワースト７位という状況。数字

で財政状況というのも私も理解しており

ます。しかし、財政状況が悪いというこ

とと、それから市としてどのような姿勢

に立って運営をしていくのかということ

をやっぱりしっかりどのような姿勢でやっ

ていくのかというのは基本に据えなけれ

ば、もう数字上だけで動かしていくので

あれば、国基準にどんどん合わせて、さ

き引き下げていくというようなことにな

りかねません。先ほど総合的に議論をし

なければいけないとおっしゃっておりま

すので、その点はしっかりと受益者負担、

これを福祉の分野に本当に持ち込んでし

まっていいのかということを問われてい

ますので、改めて最後に意見として申し

上げておきたいと思います。

　それから、１つ漏れましたが、市営葬

儀の問題については、多くの人からです

ね、やっぱり市営葬儀でありますから、

わかりやすく透明性のある葬儀というも

のをしてほしいという声が上がっていま

す。市民の納めたお金が流れる先がどこ

に行っているのかというのが不明瞭な状

況のまま、６月の議会でも委員会の報告

等がないというお話が同僚委員の方から

も指摘されていたわけですけども、６月

の議会で出されたことがまたもとに戻っ

たということであれば、それはきちんと

した報告もいただくことを改めて要望し

て終わりたいと思います。

○嶋野委員長　ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時　　　休憩）

（午前１１時３分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　認定第７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑ある方の挙手を求めます。

　柴田委員。

○柴田委員　パートタイマー等退職金共

済については、長いことこれやってこら

れたんですけど、今後継続ということも

含めて今どのような推移になっていくの

かということをひとつここで教えといて

いただきたいなというふうに思います。

もうその１点だけです。

○川上産業振興課長　昨今見ております

と、この制度をご利用いただいておりま
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す加入事業所数でございますね、指標と

しては、それから、被共済者の方の数、

これは残念ながら微減というのはとまっ

ておりませんですね。ただ、その中でも

おもしろいことに、この３年ほど見てお

りますと、毎年新たに一事業所は新規に

この制度をご利用いただいておるという

ことはございまして、今のところ大体そ

のようなことで、事務報告書にもござい

ますような水準に今現在なっておるとい

うことでございます。

　一方ですね、そんなことではそういう

形が見えておりますが、市内の事業所の

全般的ご意向はどうかということでは、

これは委員もご承知をいただいておりま

すとおり、もう早いもので５年たちまし

たんですけれども、各事業所のご意向を

承っておりますと、６割程度は言わば自

社でそういう制度をお持ちになっておら

れると。私どもの制度を含めまして、中

小企業退職金共済制度、それから特定退

職金共済制度、大体１０％ぐらい。その

３制度の中で私どもの制度が若干少し頭、

今持ち上げておるかというようなことだ

というふうに認識をいたしております。

　というようなことではですね、ちょっ

と今申しましたように、そろそろその意

味では、これは年に一遍私ども、これは

一昨日ほかのご質問でお答えをいたしま

したように、市内の全事業所に対しまし

て郵便でアプローチをする機会がござい

ます。その中で制度ＰＲやっているんで

ございますけれども、そのような機会を

とらまえまして、５年たってみて今日的

に市内事業所のご意向がどの辺にあるの

かということでは、機会をとらまえて一

度探ってみるべき時期かなという具合に

思っておりますけれども、ただ一方では、

細々ながらも新規のご利用ということも

ある中ではですね、かつ加えて申し上げ

れば、おおむね毎年度の一般会計からの

繰り入れにつきましては１００万円から

１５０万円見当というようなことにここ

のところはなっておりますので、このよ

うなことで、今、急にこの制度を全面的

に見直してとかいうようなことは考えて

おりません。

　ただ、申しましたように、現在での市

内事業所のご意向について改めて把握を

するべき時期も認識しておりますので、

その辺の考え方も整理をしながら今後検

討してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　今、川上課長の方からご答

弁いただいて、私も大体この流れという

のはわかるわけで、うちの会派の中でも

一度議論はしたことはあるんですがね、

当初発足をしたときには、パートタイマー

というか、そういう労働者が少ない。そ

ういう人たちにはやっぱり福利厚生面も

考えてですね、市がこういうことをやっ

てあげたらいいじゃないかということが

大きな動きだったと思うんです。その当

時には商工会でも同じようなやはりその

制度もありましたし、ある企業ではどち

らを選ぶかという二本立てというような

時代もありました。昨今はですね、パー

トタイマー、パートに来るその職場その

ものが少なくなったり、またそのことま

でやればパートの時間給が非常に加算さ

れてくるとかいろいろなことがあって、

少し需要と供給の関係の中で推移もして

きているんではないのかなと。

　もう１つは、今、我々の事業もできる

だけスリム化して、民間またはそれにか

わっていただける受け皿でやってもらえ

るところがあれば、それはシフトしてい

くということも考えていかないかん。し

かし、また今言われるように、この制度
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を、少数かもしれませんけど、上手に使っ

て、やはりパートの人に安心を与えてい

くという企業も増えてきているという、

この辺ですね、大変難しいところですが、

我々やっぱりその辺、生い立ちが何だっ

たのか、現在どのような推移をしている

のか、将来こういうパートタイマーの制

度が公でやはり継続してやっていくこと

がいいのかどうかというようなことは検

討の時期に入ってきているんではないか

というふうに感じますんで、ひとつその

辺をお考えいただいて、今後のこの制度

というものをひとつ市の方向でやるべき

かどうかということの課題にしていただ

きたいということだけ申し上げておきま

す。

○嶋野委員長　ほかにございませんか。

　上村委員。

○上村委員　パートタイマー等退職金共

済に、前回私、お尋ねしていましたよう

に、一般会計の繰り入れというのが増え

るのか減るのかというのもありまして、

１００万円前後で推移していくというこ

とであります。

　これ運用利率を以前見直しされて、今

１％ということでありますよね。それと

実際支払われた給付額ね、この給付額の

算定というのは過去に納めたというか、

保険料を納めた会社の人はその過去の運

用利率で算定するのか。実際、平成１６

年度に退職された人は、支払う条件とし

てはどうなっているのか、そこら辺のか

らくりがちょっと見えにくいんですけど

も、今の１％になった時点で支払ったお

金というのは１％上積みというか、なる

のかね、これは支払い方法がね、給付の

条件がどういった率になっているのか、

そこだけ再度教えていただきたいという

ように思います。よろしくお願いします。

○嶋野委員長　川上課長。

○川上産業振興課長　利率変更は、過去、

ご承知のように二度ほどございまして、

その都度、それ以降の分についてはその

約束をした運用利率でしていくことにな

りますので、それまでの分についてはそ

の前にお約束した利率で運用することに

なります。したがいまして、長期にこの

制度をご利用いただいて、被共済期間長

い方につきましては、時期によってその

運用益が少し変わってきているというこ

とはございますけれども。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　この市独自のパートタイマー

等退職金共済制度ね、これは今、大阪府

下でもそんなにこの制度があるというの

は聞いてないんですけども、これが国の

制度への移管等も前までは検討しとると

いうお話がありましたけど、今でもその

方向性は変わらないのか、この市独自の

制度をずっと今後も続けていくのかとい

うことと、その方向なのか、あるいは中

退共という上部団体といいますか、国並

みのそういうパートタイマーの退職金制

度に移行しようといくのか、そういう方

向性だけをちょっとお聞きしておきたい

と思います。

○嶋野委員長　川上課長。

○川上産業振興課長　ただいま具体的に

中退共への移行というようなこともどう

なのかというご質問もございました。こ

れは実は大変非公式でございますけれど

も、内々過去にちょっと打診をしたよう

に、これは私、当課に参ります前の話で

ございますので、そのように聞いている

ということなんですけれども、そのとき

の中退共側のお考えとしては、ちょっと

そのままでは受けにくいというような、

ですから移行はちょっと難しいという、

そういうようなことだったというふうに

は聞いております。
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　ただ、先ほど柴田委員からのご指摘も

ございまして、その中でもそういう基本

的な制度のあり方も含めた検討について

は、今後、十分留意をして進めるべきで

あろうということでございますので、そ

の辺は重ねて上村委員からもご指摘をい

ただいたというふうに承りまして、先ほ

ど申し上げましたように、昨今の事情も

十分踏まえまして今後検討を順次進めて

まいりたいというふうに思います。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　パートタイマーのこの共済

事業ですね、全国の中でも先駆けて歴史

的な背景もあるというものであって、こ

の間、中退共であったり、制度的な格差

もだんだん少なくなっている。加入者も

減っているというような状況のもとでで

すね、しかし、やはりそういうもとでも、

そのパートタイマーさんの待遇のために

は重要な制度そのものをつくった精神と

いうものは非常に重要なものがあると思

います。

　特にこの間、正規雇用から非正規雇用

へ、パートから今度は派遣へと、どんど

んと雇用状況が変わってきているもとで、

私どもよく提案申し上げるのは、正規雇

用と非正規雇用、この待遇改善、これは

待遇については平等であるべきだという

ように私は思っています。外国の例を見

ましても、正規雇用と非正規雇用との待

遇、違うのは働く時間という形態であっ

てですね、パートタイマーだからといっ

て、もしくは派遣労働者だからといって、

その雇用の待遇の条件が悪くなるという

ことであってはならないというふうに私

も思います。

　そういった意味から、摂津市が、市内

にある事業所さん、雇っておられるパー

トタイマーの方々にきちんと責任を持っ

た雇用を確保していくという点でも大事

な制度であり、摂津市としての姿勢を示

す制度であるとも思いますので、そういっ

た観点からも検討を慎重に進めていただ

けたらと思いますんで、要望としておき

ます。お願いします。

○嶋野委員長　ほかございませんでしょ

うか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑は終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１５分　休憩）

（午前１１時１６分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　認定第３号及び認定第４号の審査を行

います。

　本２件のうち認定第４号については補

足説明を省略し、認定第３号について補

足説明を求めます。

　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　それでは、認定第

３号、平成１６年度摂津市国民健康保険

特別会計決算につきまして補足説明をさ

せていただきます。

　平成１６年度につきましては、前年度

に比べ、年間平均では０．６％、２０８

名増の３万２，６８３名の国保加入者を

得て運営を行わせていただきました。そ

の内訳といたしましては、一般被保険者

のうち若人が１．５％、３３８名減の２

万１，９５３名、老健加入者が３．５％、

１８７名減の５，１３１名、退職被保険

者等が１５．１％、７３３名増の５，５

９９名で、各区分の被保険者数は一般被

保険者が減少する一方、退職被保険者等

が著しい増加をみております。

　それではまず歳入でございますが、１

８ページ、款１、国民健康保険料、項１、

国民健康保険料、目１、一般被保険者国

民保険料は、前年度に比べ１．８％、３，

７３２万円の減となっております。一般
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被保険者にかかる１人当たり医療分現年

度保険料調定額は前年度に比べ０．３％、

２２１円の減となり、被保険者数も前年

度よりも５２５名減となりましたため、

総額でも減額となったものでございます。

また、介護分保険料の１人当たり現年度

調定額は、前年度に比べ０．１％、１５

円の減となり、被保険者数も２０４名の

減となりましたため、総額でも減額となっ

ております。収納率は、医療分、介護分

を合わせ、現年度分が８５．４％、滞納

繰越分が１３．７％でございます。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、被保険者数が前年度に比べ１５．１

％の大きな伸びを示したことを受け、１

人あたり現年度の医療分調定額は３．７

％、３，４８０円の減となったものの、

総額では１０．７％、４，８５５万円の

増となっております。収納率は、現年度

分９６．３％、滞納繰越分２４．６％で

ございます。なお、不納欠損処分につき

ましては、平成１４年度分以前の消滅時

効等によるもので、延べ３，４４３件で

ございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度に比べ

５．８％の増でございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ０．５％、９０４万円の増となって

おります。これは療養給付費、介護納付

金の増加により４，１８４万円の増となっ

ておりますが、老健拠出金負担金が３，

２８０万円減少したため、総額では９０

４万円の増にとどまったものでございま

す。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ３．６％、１２５万円の増

で、高額医療費共同事業拠出額の４分の

１の交付を受けております。

　項２、国庫補助金、目１、財政調整交

付金は、前年度に比べ３．４％、１，３

６１万円の増となっております。これは

普通調整交付金の増が主なものとなって

おります。

　２０ページ、款４、療養給付費交付金、

項１、療養給付費交付金、目１療養給付

費交付金は、前年度に比べ１４．２％、

２億１，８６９万円の増となっておりま

す。これは退職被保険者等の増及び老健

拠出金負担金分の増に加え、概算払い分

が過交付となったことが主なものとなっ

ております。

　款５、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ３．６％、１２５万円の増で、

高額医療費共同事業拠出額の４分の１の

交付を受けております。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ１４．３％、２５１

万円の減となっており、精神・結核医療

給付助成及び収納率向上対策に係る補助

金の減が主なものでございます。

　目２、老人医療波及分補助金は、対象

費用額の減少に伴い、前年度に比べ１３．

８％、６１万円の減となっております。

　目３、障害者医療波及分補助金は、増

加率の見直し等に伴い、前年度に比べ１

０．１％、７９万円の減となっておりま

す。

　款６、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、共同事業交付金は、前

年度に比べ６．３％、９７４万円の減と

なっております。これは１件７０万円以

上の高額医療費５３３件を対象に交付を

受けたものでございます。

　款７、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

６．４％、３，５８９万円の減となって

おります。その内訳は、職員給与費等繰

－ 19 －



入金で８０１万円、出産育児一時金繰入

金で６８０万円が増加したものの、国保

財政安定化支援事業繰入金で４５３万円、

保険料軽減分繰入金で４，６１７万円の

減となっております。なお、被保険者１

人当たり繰入額は１万６，１６８円となっ

ております。

　２２ページ、目２、保険基盤安定繰入

金は、前年度に比べ０．１％、４４万円

の減となっております。これは保険者支

援分の減が主なものでございます。

　款８、諸収入、項１、市預金利子、目

１、市預金利子は、出産育児一時金、葬

祭費、高額療養費に係る資金前渡金の預

金利息でございます。

　項２、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金、目２、退職被保険者等第三者

納付金は、交通事故等による第三者納付

金でございます。

　目３、一般被保険者返納金、目４、退

職被保険者等返納金は、社会保険加入等

による国保資格喪失後の受診に係る返納

金でございます。

　目５、雑入は、大阪府国保連合会から

審査支払業務勘定の余剰金３７４万１，

２６７円の返戻を受けております。

　続きまして歳出でございますが、２４

ページ、款１、総務費、項１、総務管理

費、目１、一般管理費は、前年度に比べ

７．３％、９３４万円の増となっており、

電算システム変更委託料の増が主なもの

となっております。

　２６ページ、目２、連合会負担金は、

前年度に比べ２．５％の増となっており

ます。

　目３、市町村部会負担金は、前年度と

同額となっております。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は、

前年度に比べ５．７％、２５４万円の減

となっており、その主なものは前納報奨

金率の見直しによるものでございます。

　項３、運営協議会費、目１、運営協議

会費は、前年度に比べ０．４％の増となっ

ております。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ８．４％、２億１，７６９万円

の増となっております。１人当たりの保

険者負担額は１２万７，８４６円で、前

年度に比べ１０．１％の増となっており、

診療報酬請求明細書件数は１９万３，２

７９件でございます。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

退職被保険者の増加に伴い、前年度に比

べ１８．９％、２億４，６２９万円の増

となっております。１人当たりの保険者

負担額は２７万６，２６９円で、前年度

に比べ３．４％の増となっており、診療

報酬請求明細書件数は９万１，６４９件

でございます。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ６．４％、４５５万円の増となっ

ております。１人当たりの保険者負担額

は３，４３３円で、前年度に比べ８．１

％の増となっており、支給件数は８，６

６９件でございます。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ２４．９％、７７６万円の増と

なっております。１人当たりの保険者負

担額は６，９５６円で、前年度に比べ８．

５％の増となっており、支給件数は３，

５５２件でございます。

　目５、審査支払手数料は、前年度とほ

ぼ同額で、２９万６，４０５件分でござ

います。

　２８ページ、項２、高額療養費、目１、

一般被保険者高額療養費は、前年度に比

べ２％、５５４万円の増となっておりま

す。支給件数は３，２１６件、１件当た

り８万６，０５５円で、前年度に比べ１
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５．８％の減となっております。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ４１．５％、４，８０４万

円の増となっており、支給件数は１，８

９０件、１件当たり８万６，６１６円で、

前年度に比べ１３．４％の減となってお

ります。

　項３、移送費、目１、一般被保険者移

送費及び目２、退職被保険者等移送費は

執行いたしておりません。

　項４、出産育児諸費、目１、出産育児

一時金は、支給件数２３７件となってお

ります。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、支

給件数３７０件となっております。

　項６、精神・結核医療給付費、目１、

精神・結核医療給付費は、前年度に比べ

０．４％、２万円の増となっており、支

給件数は５，３０８件、１件当たり８７

５円を給付しております。

　款３、老人保健拠出金、項１、老人保

健拠出金、目１、老人保健医療費拠出金

及び目２、老人保健事務費拠出金は、い

ずれも社会保険診療報酬支払基金に拠出

したもので、前年度に比べ１．５％、３，

１６３万円の減となっております。なお、

本市の平成１６年度平均老人加入割合は

老人保健医療制度への移行が停止されて

いるため、前年度より０．７％減の１５．

７％となっております。

　款４、介護納付金、項１、介護納付金、

目１、介護納付金は、第２号被保険者１

人当たり４万１，６６５円の拠出金で、

前年度と比較して１人当たり５，１５２

円、１４．１％増の拠出をいたしました。

加えて、前々年度確定拠出分については

２，６３４万円の追加拠出が必要となり

ましたので、総額では前年度に比べ２０．

４％、７，９８５万円の増となっており

ます。

　３０ページ、款５、共同事業拠出金、

項１、共同事業拠出金、目１、高額医療

費共同事業医療費拠出金は、７０万円以

上の高額な医療費の再保健事業として拠

出したもので、前年度に比べ２．１％、

２９３万円の増となっております。

　また、目３、その他共同事業事務費拠

出金は、退職医療制度勧奨業務のために

大阪府国保連合会に拠出をいたしたもの

でございます。

　款６、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、保健衛生普及費は、前年度に比べ

２２．４％、３２５万円の増となってお

ります。これは退職振替業務のため臨時

職員１名を増員したほか、転倒・骨折予

防事業など保健事業の充実を図ったこと

によるものでございます。

　款７諸支出金、項１、償還金及び還付

加算金、目１、一般被保険者保険料還付

金は２２４世帯分、目２、退職被保険者

等保険料還付金は６世帯分の過年度分保

険料を還付いたしております。

　３２ページ、目３、償還金は、平成１

５年度事業の確定に伴い、超過交付分の

療養給付費負担金７，７３１万９０７円

と老人医療及び障害者医療の波及分補助

金９１万２，９０１円を返還したもので

ございます。

　款８、予備費は執行いたしておりませ

ん。

　款９、繰上充用金、項１、繰上充用金、

目１、繰上充用金は、平成１５年度の不

足額を補てんしたものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○嶋野委員長　説明が終わり質疑に入り

ます。

　質疑ある方の挙手を求めます。

　上村委員。

○上村委員　そしたら私の方から質問を
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させていただきます。

　まず、歳入で不納欠損額が毎年計上さ

れていまして、２億１，６８２万４，３

９５円がトータル金額ですね、この保険

料に関する。この中身というか、どうい

う格好で不納欠損という格好になってい

るのかということを改めてお聞かせ願い

ます。

　それと、この際、ちょっとお聞きしま

すけども、国民健康保険にかかわる保険

給付費、歳出の中で保険給付費の推移を

過去３年間どういった格好でトータル金

額がなっているのかなというのを教えて

いただけますか。

○嶋野委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　まず１点目の不

納欠損の内訳についてでございますが、

総額が約２億１，６００万円の内容になっ

ていますが、この内訳を申しますと、居

所不明で不納欠損をいたしたものが１９

３件、金額が９０６万円でございます。

それから摂津市から他市へ転出をいたし

た後、連絡がとれないものが１４７件、

金額が６２５万円でございます。それか

ら生活保護を開始をいたしまして徴収不

能に至っているものが１１４件、５４３

万円、それから本人が死亡いたしまして

徴収不能となったものが５４件、２９４

万円、それから生活困窮等により徴収不

能の中で２年の消滅時効を迎えたものが

２，２９０件、１億６，０４８万円、同

じく他市へ転出後に生活困窮等により徴

収不能というようなことで２年の時効を

迎えたものが６４５件、金額で３，２６

５万円でございます。

　続きまして、保険給付費の３年間の推

移でございますが、平成１６年度の保険

給付費の歳出総額が５０億１，０００万

円でございますが、１年前の平成１５年

度は４４億７，０００万円、平成１４年

度が３８億８００万円でございます。た

だし、この平成１４年度につきましては

１２分の１１だけの執行をいたしており

ますので、金額が下がっているわけです

が、その前の平成１３年度は４０億７０

０万円というような形になっておりまし

て、ほぼ年間ベースで申しますと、３億

円から５億円ぐらいの幅で保険給付費が

増えているというような状況に相なって

ございます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　不納欠損につきましてはね、

非常に追及困難な分もあって致し方ない

分もあるかなという気がしますけども、

専門家を配置しながらやっておるんで、

ぜひやっていただきたいということと、

この退職者保険者の増加が、努力されて

増加されて、この分、徴収率が９６．３

％ですかね、こっちの方が非常に徴収率

がいいんで、トータル的には全体の収納

率というのが上がっているんではないか

なという気がしますんで、このことは今

後も努力していただきたいというふうに

思っています。

　次に、保険給付費ということで今お尋

ねしましたけども、年間３億円から５億

円ベースで上がってきているということ

であります。先般、私、一般質問でも国

の医療費、今２６兆円かかっておるのが

２５年には倍の５６兆円ぐらいになると。

市長は３０兆円が６０兆円と、こう言っ

ていましたけども、そういった伸びが続

く中で、摂津市も多分、漏れなくこの伸

び率をしていくんではないかなと思って

いますし、ということは、国民健康保険

料もそれなりに上がっていくんかなとい

う見方もあるんですけども、摂津市の場

合、国民健康保険料の所得割率が３年間

据え置かれてきております。このことに

ついては国民健康保険運営協議会の方か
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らも諮問して答申が返ってきております。

そのことが、これは平成１７年２月３日

付で答申書が返ってきておると思います。

私、引き続き、この民生の担当をさせて

いただいておりますんで、この資料を持っ

ております。委員長、お願いしたいんで

すけども、この答申書ね、ぜひ全委員に

配付していただきますように、資料をぜ

ひお願いしたいと思います。私だけが持っ

ておるんで、この答申書はぜひ委員の皆

さんは持っていただきたいなと思ってい

ます。

　この答申書に書かれておりますのは、

このときは介護保険料の改定があって、

介護保険料については改定されたという

ことであります。その中で国民健康保険

に関することについては、保険料の改定

にあたっては、今後も条例に準拠した形

で行っていくようにということで、これ

はずっと過去もこの形で答申がされてい

ます。国民健康保険条例、法律に基づい

た形で保険料を算定して徴収しなさいと

いうことをこの運営協議会がずっと言い

続けてきとるんですよ。このことを市長

に答申されとるんですよ。運営協議会は

同じことを何回も過去に、この平成１５

年のころから２年か３年ほど同じことを

言っとるんです。それで市長はこれを無

視し続けてとるんですよね、市長は答申

書を。その結果、摂津市の国民健康保険

料の所得割率、大阪府下で一番安い位置

に来ております。今までは茨木市が一番

安かったんですよね。茨木市が平成１７

年度に改定をされております。それをグ

ラフ化したのが、私、朝ちょっとしたん

ですけど、摂津市７．２６、一番低いで

す。いいことですよ、低いということは。

今まで茨木市が一番下やったんですけど、

先ほどの一般会計の質疑の中で助役が、

茨木市は経常収支比率が９０に近づいた、

大変だということで、緊急部長会を開い

て、どうしようかということでやってお

ります。その茨木市が摂津市より上に、

これは１０％の保険料率に改定しており

ます。摂津市は７．２６で３年間据え置

きです。大阪府下平均１０．０５です。

このことは私もずっと言い続けてきてい

ますし、協議会の皆さんもずっと市長に

答申しております。このことをなかなか

実行に移せない。

　これは、国保年金課長は、私、どうい

う仕事があるのかなというのは、事務報

告書に任命事項があるんです。いろいろ

書いていまして、そこには国保の運営に

関することとか、国民健康保険事業の運

営に関することとか、協議会に関するこ

と、保険給付に関すること、保険料の賦

課に関すること、被保険者の資格、保健

施設事業、保険料の徴収に関すること、

保険料の滞納処分、保険料徴収の委託に

関すること等々、１０項目書いておるん

ですよ。多分これが国保年金課長の仕事

だろうなというふうに思っています。

　これを私流にいいますと、これは保健

福祉部長からお願いされて国保年金課長

がされたと。保健福祉部長は多分、市長

から、おまえはこれを頼むぞと、こう言

われてこれをやっています。諮問は市長

にされています。協議会はね、市長にさ

れて、市長がそのことを受けてだれかに

指示をする、これが仕事の仕組みですよ

ね。私は議員でそれをチェックする仕事

があるんですけど、だからこの協議会の

答申を無視され続けているということが、

結果的に大阪府下で一番低い。これはい

いことなんです。大阪府下で一番安い国

民健康保険料で市民は生活されている。

これはいいことです。しかし、摂津の一

般会計の財政状況、大阪府下でワースト

２位。茨木市が摂津市より若干高いとこ
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ろへ設定していたら、これはわかります。

うまいことお金の使い方をして、市民サー

ビスということで国民健康保険料を安く

しています。これはわかるんです。摂津

のお金の使い方からいくと、ワースト２

まで来て経常収支比率、にっちもさっち

もいかない状況の中で摂津市はこういう

形になっております。これを３年間も据

え置くいうことは、そして答申は、ちゃ

んと条例どおりにしなさいという答申を

受けながら無視し続けています。私はこ

れは市長としてある答えを出す時期では

ないかなと思っていますし、私は言い続

けております、このことは。それを無視

するということは、市長としてこの状態

が好ましいというふうに思っておられる

のか、まずこれは保健福祉部長にこのこ

とはどうなのかなということをお答え願

います。２回目はそれで終わります。

○嶋野委員長　先ほど上村委員からご指

摘いただきました運営協議会の答申につ

きましては、委員全員に配付するように

委員長から要請いたします。

　それでは、ご答弁いただきます。

　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　運営協議会の答申

を無視しているんではないかというよう

なお話でございますが、決してそういう

ことではございませんで、あくまで尊重

させていただいております。ただ、今ま

では医療を大事にしようということで、

繰出金、繰入金の問題がありましたが、

引き続き、できるだけ市民の方にご負担

いただかないというような方向で進んで

まいりましたが、この財政状況で繰出金、

繰入金の問題が市全体の中で課題になっ

ております。それに向けまして我々も今

後、繰出金、繰入金の問題を国民健康保

険料だけではなくてすべての部分で検討

していかざるを得ないという状況になっ

ておりますので、これにつきましては今

後、市全体で検討を進めていくこととし

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　私もずっとこのことを言い

続けています。多分、摂津市国民健康保

険運営協議会の皆さんも、会長も、同じ

文章が毎年、３年間ほど続いています。

結果、さっき言ったように、摂津市の国

民健康保険の所得割率、大阪府下一番、

ベスト１に来ております。

　先ほど助役の方からも摂津の財政状況

は非常に厳しいというお話もありました。

これは一担当者としては、国保年金課長

としては、それは国民健康保険のこの運

営をきっちりするということが最大の仕

事でありましょうし、ただ摂津市全体を

我々議員は考えざるを得ないといったと

きに、やはりこの国保会計への繰出金と

いうものについても見直していかなけれ

ばならないというふうに思っています。

　先般の本会議の中で市長が、摂津市の

財政状況の歳出面において、人件費、公

債費、繰出金、このところにお話がいっ

て、公債費、繰出金については見直しす

るというような発言がね、趣きが見られ

なかったんですけども、やはり私は本会

議場では人件費というものをまず着目し

ました。この国保についても、やはり国

保に関する赤字の分を皆さんが補てんし

てくれるんであれば、これは別に問題な

いですよ。皆さんがその分を、この前、

下水道で皆さんがそういう形で文書によ

る訓告や戒告処分とか受けました。市長

が給料減額したりしましたけど、そうい

う形で職員の皆さんが国保に関する赤字

部分をすべて補てんしてくれるんであれ

ば、それは私は別に議員としては問題な

いんで。そういうわけにいかないという
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気もしますし。やはり市民の皆さんにも

こういった形で協力をいただかならん部

分もあると。先般の医療制度、厚生労働

省が１０月１９日に出しました医療制度

改革の中にも、１つは、この国民健康保

険を都道府県単位にするという案も出て

おります。そうしますと、大阪府下平均

が１０．０５です。いきなりこの１０．

０５まで上げざるを得ないんです。勝手

に上がるんです。ましてや赤字再建団体

があれば、もうすぐに１０．０５になり

ます。そうすると一番困るのは市民です。

７．２から１０．０５といったら莫大な

上昇率アップです。一番高いのが守口市

なんですけれども、１２．８％ですね。

それから、摂津市の市民と守口の市民と

では大方倍とはいきませんけど、倍近い

国民健康保険料の開きがあります。

　守口は経常収支比率が非常に悪いんで、

それはこの数字ぐらい。これはちゃんと

財政運営を真面目に考えとるなという気

はしますけども、摂津市の場合は一般会

計が、１０５．６という経常収支であり

ながら、繰出金を出して国民健康保険の

補助をしておるということは、本当に摂

津市民、オール摂津市民のことを考えて

おられるのかということです。私はせめ

て大阪府下平均並みにすべきではないか

なという思いを持っています。その２億

６，０００万円、７，０００万円ほど今、

繰出金を出しておりますけども、これを

なくせば大阪府下平均並みになると言わ

れていますけども、ぜひこの協議会の答

申、そしてこういう私の意見というもの

も、ひとつぜひ参考にしていただきたい

と思っていますし、このことがオール摂

津としての市民に対しての公平性という

ことではないかなと思っております。こ

のことについてはもう最後にね、私も何

回も同じことを言っていますので、再度、

助役の方からお答えいただきたい。ぜひ

意気込みをお伺いしたいと思っています

んで、よろしくお願いします。

○嶋野委員長　小野助役。

○小野助役　佐藤次長の方から保険給付

費の伸びにつきまして、おおむね平成１

4、１５、１６年度で６億、５億という

ような形で伸びておるというようなこと

もお示しをいたしました。市長は無視を

してきたんではないかということであり

ますが、先ほど佐藤次長が言っています

ように、やっぱり国保そのものにおける

状況を考えたら、なかなか今までの国保

運営協議会の考え方というものがありま

して、私も横で見ておりましてですね、

非常に喧々諤々の議論をして今日まで来

たということもこれまた事実でございま

す。しかしながら今日にもう一度考えな

ければならないのは、先ほど言われたよ

うに兆円単位で伸びていくということを

国は言っております。そういうことにな

りますと、やはり国保と社会保障という

点で考えてみましたら、やはり基本的に

は１つはこの制度は強制保険でもありま

すし、保険料はやはり能力に応じて支払

いいただくんだと。しかしながら、一部

は国が財政負担をするんだと。しかし、

何においても、その基本原理は自己責任

で経費の負担に応じていただいて、相互

共済的な制度であるというふうにも、こ

の基本に立ち返っていま一度整理をしな

ければならないんではないかというふう

に私どもは思っております。今後の国保

財政のことを考えてまいりますと、私は

やはり早晩、この今言われました国保と

いうのは、ここにもちょっと新聞を持っ

ておるんですが、ちょうど平成１３年で

したか、６月に、業者婦人の命奪った国

保行政ということで、商工新聞で一面トッ

プで報じられました。私もその大会議室
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で、あの超満員の中でトップとして出て

ですね、これを見ていますと、助役、手

続き、窓口対応の改善を約束と。今日も

見ていただいたらわかりますように、国

保の窓口というのは、ああいうパーテー

ションなんかで全体的に動いたと。これ

は１つの大きな中身であります。

　ただ、国保料そのものになりますと、

今、上村議員もご指摘されているように、

市としては、その年、その措置をするん

ではなくて、市としての今後の中期的な

見通しを立て一定のお示しをさせていた

だきたいなと。平成１８年度どうすると

いうことだけではなくて、現在の私ども

の本市の保険料と財政、今後における状

況、そして市民の負担の、ご辛抱願う負

担のありよう、一気に上げないとすれば、

それを一定の経過を踏みながらお願いを

していくとかですね、いわゆる平成１８

年上げて、また翌年ということになかな

かやっぱり市民、ここまでお願いします

と、しかし一気にいけないんで、こうい

う形でお願いしますと、私は今そういう

ことも含めて、一度これ十分議会で大激

論になる中身ではありますが、この平成

１８年度予算の編成の段階の時点でです

ね、そういったことも含めて今後におけ

る国保財政の中期的な問題も含めて、こ

れはご理解得られるか得られんかしれん

けど、私どもの真剣に議論した中身を一

度作成をし、できるだけ早い時期に議会

とご相談をしたいというように思ってい

るところでございます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　今、助役の方から答弁をい

ただきました。その言葉を信じて私も見

ていきたいと思っています。

　やはり市民に対して公平性ということ

も十分に、摂津市民で３６％国保に加入

しています。３万３，０００人の方がこ

の恩恵を受けています。そういう面では

たくさんの人がこの恩恵を受けとるわけ

ですけども、しかし６０何％の方はこの

恩恵を受けてないわけですから、そういっ

た視野に立ってするということと、やは

り私は本当に福祉ということで考えるな

らば、本当に保険料を払えない、あるい

は困った人というのはいろんな制度があ

りますんで、そっちの方を充実させてい

ただきたい。やっぱり特別会計というの

はきっちりこの会計の中で運営できるよ

うな仕組みをつくり上げていくというこ

とが、独自性、自立性というものを持た

せるということが、これが国が言う三位

一体、市町村の独立ということで、特別

会計はやっぱり自立して運営すべきでは

ないかなと思っていますんで、今の助役

の言葉をぜひ信じて取り組んでいただき

たいということを要望して、私の質問を

終わります。

○嶋野委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時５８分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○嶋野委員長　それでは再開いたします。

　質問がある方は挙手いただきます。

　柴田委員。

○柴田委員　国保会計のことにつきまし

ては、どうしても聞かないかんのはこの

総論というか、先ほど上村委員も聞かれ

たんですけれども、我々がいつも気にす

るのは、不納欠損額とそれから収入未済

額、こういうことで、当初に予算化して

も調定額との差異が非常に大きいと。こ

れは過去からもこの問題はどうするんだ

ということで、摂津市の今年の徴収率っ

ていうんですか、８５％ですか、そうい

う数字ですが、もっと悪い市もあるし、

もう少しいい市もある。少しむらがある

けれども、国保が抱えているこの問題の

一番悩みのところはこれだと。
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　もう１つは、やはり医療費の伸びです

ね。これも先ほど聞きますと、３億円か

ら５億円の形の中で伸びてきているとい

うこと。将来には国の医療というものは

どうなるんかということが案じられてい

るわけですけれども、こういうことで、

私も国保運協の会長をさせていただいた

ようなときに、市の方からの諮問を受け

たときに答申ということで、答申を早く

行政が求められるというような形もあっ

たように思うんです。その答申をどこで

抑えるかということの中に、今、一般会

計繰り入れをどこまで嵩上げできるかと、

このようなことで推移してきた経緯があ

りましたけど、最近のこの国保を見てお

りますと大変悩ましいというか、その辺

が一番ネックになってきたのかなという

ふうに思うんですが、先ほど助役の方か

らも少しご答弁いただきましたけど、本

当にこれからの国保というものはどのよ

うに推移していけばいいのか。三位一体

改革との絡みもあわせて、国の方でも都

道府県単位でやってみたらどうかとか、

国が一本化したらどうかとかいうような

ことも出てまいりますし、私らも国保の

持っているやっぱり側面というか、もの

というのは、社会保険に入れない、そう

いう人たちがやはり健康を維持し、健康

を守り、そして快適な、病気にならない、

病気になっても安心して医療にかかれる

という１つの最後の底辺としての保険機

構ではないのか、こういうことをいつも

思うわけです。

　しかし、またその中でもですね、やや

もするとどうしても値上げをされるのは、

高額所得者のところでいつも値上げをさ

れてくると。もう国保の高額者もたまっ

たもんやないと。またこれも査定される

のがその年の１月１日のその人の所得を

もってされると、もう既に過去のことに

なっているのに、そのときにその国保料

が加算されてくると、このようなことも

含めてですね、非常に市民側から言わし

ても問題が多い。そして、これ以上、上

げれば上げるほど徴収率が低くなって未

納者が多くなってくると、こういう事例

が出てくる。どこで将来この国保という

ものを考えていったらいいのかというこ

とになってきているんじゃないかと思う

んです。国保会計のほとんどが医療給付

費ということになって、事務経費的なこ

とは本当にごくわずかなところで、一番

肝心なところは医療給付ということにな

ると思うんですが、そういうことでちょっ

と総括的な質問になって、助役なり部長

がお答えできるのかどうかというのも思

うわけですが、これからの国保というの

は、今現状、摂津市でどのような状況の

中で苦慮されているのか、また一般財源

との絡みはどうなのか、それから今後は

どういうふうになることがいいのか、国

がどういうふうにこの国保を考えていか

なければいけないのか、その辺も含めて

少し行政としての国保に対するお考えが

あれば聞かせてほしいなと。

　先ほども言われるように、国保加入者

が３万何千人で、約３分の１強でしょう

か。そういう中での社会保険との公平さ

ということもありますし、いつもそうい

うことを問われる部分もあるわけですね。

その辺も加味して、一度考え方をお聞か

せいただければありがたいなと、このよ

うに思います。

○嶋野委員長　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　先ほどもご答弁申

し上げましたように、今の財政状況の中

で一般財源云々の話がよく出てまいりま

すけれども、今の摂津市の財政状況ある

いは全体の財政状況から見ましても、や

はりこれは何とかしなければならない問
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題ではないかと思っております。我々が

一番心配しておりますのは、この不納欠

損とか収納未済額、これは多いのも事実

でございます。やはりこのあたりも手を

入れていかなければ、一般の方との不公

平感、払っている方のまた不信感ですね、

そういうもんもあらわれますので、でき

るだけそういうことのないような手だて

を打っていきたいと考えております。

　そして、医療費の伸び、先ほどの説明

にもあったわけですが、毎年３億円とか

５億円とかいうような単位で支出が増え

ておるわけですけれども、それを何で補

うかといいますと、本来は保険料で補い、

あるいは国の一部あるんですけれども、

やはりその不足する額は、あくまで国民

健康保険という特別会計の中でさばいて

いくべきものだと思っております。ただ、

今まで摂津市が財政的に豊かな部分があ

りまして、その分で繰り出し、繰り入れ

ということができてきたわけですけれど

も、これから今、摂津市も財政再建でな

しに立て直しということで動いておりま

すけれども、果たして、国保に対する繰

り出しがどこまでできるのか、あるいは

国民健康保険側にすればどんだけ繰り入

れをいただけるのかということになるわ

けですけれども、これも非常に難しい状

況になってきているのではないかと考え

ております。

　そして先ほども言いましたように、国

保料を払わなくても国保にかかれるんだ

というような社会の風潮も一部あるやに

聞いております。こういうことになりま

すと、やはり実際に高額の保険料を払っ

ていただいている方に対して、保険料を

払っていただいて、またそういう方が保

険を使わないというような状況になりま

すと、余計にそういう腹立たしさといい

ますか、逆な部分かもわかりませんけれ

ども、そういうお気持ちになられる方も

多々あると思います。そういう不公平感

も直していかなければならないと考えて

おります。

　それと、一般財源をどれだけ繰り入れ

られるのかとか繰り出せるのかというよ

うなことで、これも一定、大阪府の中で

も摂津市の場合、非常に１人当たりにす

ればかなりの額がいっているように聞い

ております。そういう部分では、やはり

この財政状況からはどこかの時点で見直

す時期に来ているのではないかというよ

うに考えております。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　ご答弁として、その程度し

かいただけないかなというのが感じられ

るわけですが、この国保をやはりこうし

た行政の中で管理というか運営していく

ということになってですね、大変難しい

ので、我々も無責任に国保のことを論ず

る前に、やっぱりこういう仕組みだとか、

こういうような状況を今後どう打破して

いくのかと。しかし最後は、一番、今生

きていく中で安心をキープできるのは、

やっぱり安心できる医療を受けられると

いうことですから、そういう中で国保を

受けておられる方が、非常に言葉は悪い

ですけれども、低収入の方が多い。また

一方では、高額で、職業から離れた人が

多いと、こういうちょっとバランス的に

いうて、いびつな中での組み合わせの中

で今日の国保というものが行われている

というふうに思うんです。

　これ以上、いくら聞いても行政がやれ

ることというのは限りがあると思うんで

すが、ここで１つお聞きしたいのは、毎

年多額の不納欠損を出していかなければ

いけない、また、それをあまり厳しくす

ると、なかなかそれに対する人件費だと

か、そういうものを補っていくためのコ
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ストも非常に高くついてくる、こういう

側面もあったりして、どこまで公平感を

保つために厳しく徴収を高めていけるの

かというようなことも我々考えるわけで

すけれども、もう１つそこで今後このよ

うな推移の中でもう一度お尋ねしておき

ますけれども、この国保というものがど

うあるべきなのかという基本的なことね、

もう少し市の方としては、例えば国の制

度をもう少しこういうふうに変えてでも、

今、国保を管理していく、運営していく、

各我々の行政の中で管理がしやすいよう

にというようなご要望も出しておられる

のかどうか、そこらもひとつ含めてね、

それからできるだけ調定額と、それから

現実の収入額との差異をどのように縮め

ていかれるということ、先ほどちょっと

ご答弁ありましたけども、もう少し具体

的にお考えがあれば聞かせといていただ

きたい。この２点です。

○嶋野委員長　それでは、答弁をいただ

きます。

　まず、不納欠損等に対します姿勢につ

いて、それでは佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　不納欠損の金額

がここ数年２億円に到達をしておること

につきましては、担当といたしましても

何らかの手を打たないかんという認識は

いたしておりまして、ただ、この前提の

問題として国保の仕組みの中で強制保険

になっておる関係でですね、本市約１万

７，０００世帯ほどが国保に加入いただ

いているわけですが、そのうち約８００

ぐらいの世帯がほとんど申告もありませ

んし、連絡がなかなかつきにくいという

ような世帯が含まれておりまして、この

中には全く郵便物も届かんというような

ケースもあるわけですが、これらの方々

に対しても、すべて保険料は一たん賦課

せざるを得ないと。これが２年たつと２

年の消滅時効に引っかかってしまうとい

う形になっておりましてですね、このあ

たりについては、この２年ほど前から毎

年９月に実施をいたしておりますが、該

当世帯すべてを家庭訪問して実情把握を

したり、未申告の方については申告をす

るように勧奨したりというような形でで

すね、いわゆるこの表現が適当なんかど

うかちょっとわからんですけど、いわゆ

る掛けっ放しになる部分をできるだけ少

なくするというような努力をしているの

と、それからあと、これはさまざまなご

意見のあるところでもありますが、短期

保険証を交付をしてですね、おおむね４

か月に１回ぐらいになりますが、状況を

お聞かせいただいて、例えば所得が非常

に減ったために保険料の納付が困難になっ

ているというようなケースについては、

積極的に減免を適用するというような形

で調定額を下げるというような手法であっ

たり、また家計の状態に応じて分割の見

直しをさせていただいて、できるだけ収

納につなげていくと、こういうような努

力はいたしてきておりまして、この部分

については今後、年度末段階で約４，０

００世帯ぐらいが未納というような形で

残っているわけですが、さまざまな状況

がありますから、それぞれの中身を見極

めながら適切な対応をして、できるだけ

収納率の向上には結びつけていきたいと

いうふうに考えております。

○嶋野委員長　それでは小野助役。

○小野助役　午前中の上村委員のところ

でもお答えしたことなんですが、例えば

具体的に調整交付金、私も部長なり次長

の度量によって、相当、摂津市について

は一定大阪府を経由して、決算に出して

おりますけども、調整交付金もいただい

ておると。これは条件がありますよ、や

はり、国保の財政の安定化ということの
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中で。これは当時の総合計画やっており

ました石川理事が、直近では大阪府の国

保課長であったというようなことも、あ

らゆる手を使いながら少しでも歳入とし

て頑張ってきたというのも事実でござい

ます。ただ、今後の状況を考えますと、

私ども北摂では国保加入率は一番高い市

だというようにも思います。毎年８億数

千万出しておって、おおむね２億７，０

００万円程度の一般会計からの負担をし

ておるということであります。

　それからもう１つ、総務省の財政局か

ら、今後における国保については安易に

一般会計から繰り入れすべきではないと。

あくまでも受益と負担の中での平等な徴

収、納入によってやるべきであると。し

たがって総務省は、いわゆる一般会計か

らの繰り出しは保険基盤の安定制度に係

るもの、また事務費、育児一時金、それ

から保健事業、そして国保財政安定の経

費を除き一般会計の繰り出しはすべきで

ないと、これははっきりと総務省から言っ

てまいっております。

　そういったことを考えてまいりますと、

私どもで、例えばでございますけども、

何においても選択と集中で国保だけは社

会保障の最後のとりでだから、ほかのも

のはやらなくてもいいと。ここだけは守

れというような意向であるなら、それは

それでやりようがあると思います。例え

ば、下水でも申し上げておりますように、

大体平成１７年度末で普及率が８０％ま

いりますが、安威川以北は９３％までい

き、安威川以南はまだ６６％だと考えた

ときに、この下水はそれであればやらな

くてもいいんでしょうかということにな

ります。

　したがって、民間であれば私は思うん

ですが、ある製品が売れなかったとなれ

ば、それを引き上げたらいいと思うんで

す。しかし、行政は一部の行政施策でも、

それに市民が受益がある場合はそれをやっ

ぱり存続していくという使命があると思

います。

　したがって、今後の考え方を申し上げ

るならば、午前中、申し上げましたよう

に、数多くの課題が山積をしておる中で

この国保の財政を考える場合に、総務省

の言う中身、そして私どもが８．５億円

の支出のうち、本来、総務省からいえば

２．７億円は余分なんだよというような

ことの中身、国庫補助金との整合性、三

位一体改革でも出ておりませんけども、

生活保護は脚光を浴びておりますけども、

これとても１６億円の中で４億円は負担

をし、しかも国は地方交付税に算入いた

しておりますと言いますが、本市は不交

付団体であるというようなことを考えま

すと、やはりそれらを基本的にどう今後

プライオリティの中で議論するかという

ことであると思います。それは厳しい選

択をやはりしていくこともやむを得ない

状況、何だけ守るという午前中の障害者

福祉の問題もそうですが、これも森山市

長ははっきり申し上げておりました。だ

から、そういうものをやはりすべて守っ

ていけばいいんですが、守れない状況に

もうありますと、現在そうなんですとい

うことの中であります。したがって私ど

もは、今後、他市がやっているような条

例に準じた保険料改定というようなこと

をやはり一定もうちょっと整理をしなきゃ

ならないと思っております。

　国保運協があり、以前であれば、そこ

にいくらの、市長としての最終の判断を

するかというのが私ども今までの国保の

状況でございました。柴田委員もそれで

非常に国保の運協の会長として悩まれて

きましたことを私は横で見ておりました。

そういうことができる財政状況と私はそ
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うではないんではなかろうか、やはり一

定の国保は、午前中申し上げたような、

本来の形の自己責任の原則に沿って、お

互いが加入された方の公平な経費の負担

によって相互共済的な制度であるという

観点に立って、いま一度このことは整理

をし、一方でできませんから、この点は

十分なる議会の了解を得るために事前に

市としての方針を持って議会とも十分議

論し、協議をしていきたいというふうに

考えておるところでございます。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　助役、そして部長、ご答弁

いただいたことよりもですね、それ以上

のことを私がここで求めても無理なこと

ですし、だれが考えても今日置かれてい

る国保のこの運営の中で大きな問題点、

しかもそれを担当する職員の皆さんとい

うのは非常に頭の痛いことだというふう

に思います。これは１つには日本の経済

が今非常に落ち込んでいる、そういうこ

ともあって、現実的に国保の駆け込み、

どうしようもないときに国保に駆け込ん

でこられるということもあり、また今８

００人ですか、そういう方がですね、十

分なあれはとれないけども、一応算入の

中に入れておかなければいけないという

ことで予算化していって調定すると、お

のずからその分がマイナスになって差と

して出てくると。これなんかも現実とは

大分かけ離れているんですけれども、と

はいうても、それを読まずして国保会計

をつくっていいのかということになれば、

現実におれらる方のその数字というもの

はそこへ加算しておかなきゃならん。そ

ういうことがこの差の中に大きく出てい

るというような説明も聞きまして、事実

そういうつらい部分もあるんだないうふ

うに感じます。

　ただ、これから医療費もどんどんどん

どん伸びてくる。レセプトの点検なども

十分してもらっていますけれども、その

中で発見されるものというのは、ごくわ

ずかでして、やっぱり今日の医療費の伸

びについて抜本的にこれは１地方団体だ

けじゃなしに都道府県段階、また国の段

階でこの保険制度というものを抜本的に

考えていただかなきゃならん時代に入っ

てきているんじゃないかと、こんなこと

も感じたりします。

　我が党ではですね、国民年金の基礎年

金については税で賄ったらどうだろうか

とかいうようなことも出ておりますが、

この国保を税で賄うというようなことは

一概に言えないと思うんですが、何らか

の形で国民が安心して加入でき、そして

喜んでとは言いませんけれども、気持ち

よく払っていただけるようなシステムを

構築していかないかんのやないかと。そ

ういう意味の中では、これからのやっぱ

り国保の生い立ち、そして、先ほど助役

もおっしゃいましたけれども、やっぱり

自己責任の中で必要な分は捻出していく

んだという意識の高揚、これをやっぱり

すべて社会保険に入れない、国保該当者

の皆さんには十分勉強もしていただき、

熟知していただくような啓発運動もして

もらわないかんだろうし、市民一人一人

の自覚を高めていただくということも１

つの取り組みとしてはやっていただかな

けりゃいかんのじゃないのかなというふ

うに思うわけです。

　これ以上のことは申し上げませんので、

大変ご苦労な会計を運営していろいろと

ご苦労していただいているということに

かんがみまして、私はこれからもご努力

をしてほしいということ、それと、でき

るだけ特別調整交付金ですか、いろいろ

なそういうものでいただける部分につい

ては最大の努力もしてほしい。そういう
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ことも含めて今後やっぱり努力してほし

いということをお願いして終わっておき

ます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　それでは質問します。

　最初に国民健康保険の性格ですが、一

部の公平であったりとか自己責任とかい

うような言葉が出ておりましたが、国民

健康法の第１条には社会保障の増進を図

る目的がしっかりと明記されているもの

であります。もちろん、この点はよくご

承知をいただいているところだと思いま

す。国保財政の状況が大変深刻な状況に

あると。これは医療給付の全国的な増大、

国からのさまざまな三位一体改革による

国庫負担金等の削減等がある中で、保険

者である自治体がこの国保会計をどのよ

うに運営していくのかという点では本当

に大変な状況にあるということは認識し

ているということを最初に申し上げなが

ら質問していきたいと思います。

　国保の特別会計の決算、予算の審議の

ときには必ず議論になりますが、平成１

６年度の当初予算を組んだときに、財源

不足額が雑収入として組まれていると。

それが途中で前年度の赤字分が繰上充用

などで算入され、増減がある中で赤字額

が確定してくるわけですけども、この間

の当初の見込みと最終的な決算を締めた

段階での赤字額と大きな格差があったと

いう問題がございました。今回の会計を

見た場合に、当初、雑収入で１億５，６

６２万７，０００円が財源不足として雑

収入と組まれながら、最終的に赤字額と

して１億３，１９９万３，１８７円とい

うことで、今回格差が小さいのではない

かなというふうに理解しているんです。

その点はどのようなご見解なのか、どう

いった理由で今回このようになっている

のかについてお聞かせをいただけたらと

思います。

　それからあわせて、保険料率の見直し

等が先ほどからも答弁の中でもありまし

たけども、この平成１６年度の赤字額が

確定したことで平成１７年度補正で繰上

充用の方も組まれているわけですけども、

関連して、平成１７年度決算見込みどう

なのか。これは平成１８年度の保険料率

を含めて中期的に国民健康保険について

見直しの議論を大激論になる中でやって

いこうという助役のご答弁もありました

ので、あえてお聞きしたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。

　それから、国保加入率が世帯でいきま

すと、今４７．３２％と約半分近い世帯、

被保険者では３８．３５％で４割近い方

が今、国保に入っておられます。現在、

社会保険に入っておられる方もいずれは

退職をして国民健康保険に入ると。柴田

委員のご質問の中にもありました、これ

はもう本当に最後の保険だと言われてい

る中で、国保が本当に命と健康を守る最

後のとりでとして、いわゆる繰入金を一

般会計からの繰り入れをしながら保険料

の上昇を抑えているということは私は大

変大事なことであるというふうに思って

います。それでも厳しい財政の中で、赤

字が見込まれるという中で、一般会計か

らの繰り入れか、それとも保険料の値上

げかという非常に苦しい選択を迫られる、

そういう中でも、ほかのさまざまな手法

を行う中で国保の特別会計を運営されて

いるわけなんですが、収納率によって国

からの補助金ですか、これちょっと名前

がわからないんですが、が、ペナルティ

という形で減らされたり増やされたりす

るということをお聞きしているんですが、

その点の関係でね、この間の摂津市の収

納率の状況と国からの摂津市国保会計に

対する交付金の関係ですね、どんな推移
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になっているのかということをちょっと

教えていただきたいと思います。

　それから、国保は社会保障であるとい

う中で最もあらわしているのが、国民健

康保険というのは保険の保険、一般に言

われる保険と違って減免の制度があると

いうことがやっぱり社会保障であるとい

うことをあらわしていると思うわけなん

ですけども、この間のですね、先ほども

助役の方からもご紹介がありましたが、

国保調査団が平成１５年に組まれて、国

保の窓口の対応を改善してほしいという

運動が行われました。そうする中で窓口

でのパーテーション設置で相談者のプラ

イバシーが確保されるようになったりと

か、それから一部負担金の減免制度の高

額療養費受領委任払いの制度、広く市民

の方々に周知していただく努力であった

り、それから申請書について手続きの簡

素化を図っていただくなど、非常に改善

が図られてきたと私は思っております。

その点は非常に敬意を表したいと思いま

す。

　同時に、昨年の収入によって決まる保

険料でありますから、この間の厳しい経

済状況のもとで収入が昨年と比べて大き

く落ち込むような方については減免制度、

申請減免、それから法定減免というのが

ありますが、その辺の保険料の減免の状

況がどうなっているのかお聞かせをいた

だきたいと思います。

　あわせて保険料の滞納者の方に対して

の資格証明書、それから短期保険証、そ

れから保険証の窓口でのとめ置きについ

てですね、私はこの命を守る保険証とい

うものにペナルティを科すべきではない

と。保険料の収納とそれから給付は別の

問題だとこれまでも盛んに申し上げてま

いりましたし、我が党の同僚委員からも

その意見を申し上げてまいりましたが、

その点についてもあわせてお聞かせをい

ただきたいと思います。

　それから、国保運営協議会の資料であっ

たり、それから議論の中身について、既

に今、一般市民からの公募が行われてい

ますが、同時に、議会からこの委員に入

ることはなくなりました。先ほども上村

委員からもご配慮していただいて配って

いただいたんですけども、国保運営協議

会の中身であったり資料というものにつ

いてですね、広く民生常任委員会はもと

より広く市民の皆さんの中にも積極的に

お知らせをしていくということが大事で

はないかと。

　とりわけ、保険料率にかかわるような

重要な問題が議論されていく中で市民の

広い議論を巻き起こしていくと。それこ

そ激論の中で摂津市の命を守る国保の制

度をどうしていくのかということを一緒

に考えていくということが今本当に大事

なときだと思いますので、その辺の国保

運協の審議の中身であったり資料につい

ての公開ですね、請求があってから出す

というのではなくて、積極的に公開をし

ていくというような点についてはどのよ

うにお考えなのか、お聞かせをいただき

たいと思います。

　それから、老人保健医療の方ですけど

も、これも国保とも共通するかと思いま

すが、レセプトの点検強化が言われて久

しいと思います。これも医療給付不正受

給のないようという形での強化をして、

不正受給を防ぐという点では必要なこと

かなと思うわけですが、一方で高額医療

費の償還に非常に時間がかかっていると

いうふうにお聞きしています。今、国保、

それから老人保健の方ですね、それぞれ

一体どのぐらい償還にかかっているのか

どうか、この点をお聞かせいただきたい

と思います。

－ 33 －



　あわせて老健の場合ですと、自己負担

の限度額がその方々の所得によっても変

わってきます。その所得によって変わっ

てくる自己負担の限度額、これはどのよ

うな形で把握しているのか。それから、

老健の方ですが、償還を受けとるための

手続き、一度窓口に来ていただいたら、

二度目、三度目は自動的に指定した口座

に振り込むような形になっているという

ふうに以前お聞きしましたが、その後、

どのような状況になっているのか。それ

から、実際、高額医療費として償還があ

るにもかかわらず、手続きがされていな

くてその償還金を受けとっていない方が

どのぐらいいらっしゃるのかどうかにつ

いても教えていただけたらと思います。

　一部負担限度額が所得によって変わる

のと同時に、１割負担と２割負担という

ふうに所得によって高齢者の方も今分か

れていると思いますが、その点の対象者

の所得の捕捉などについてはどうなって

いるのかもあわせてお願いをしたいと思

います。

○嶋野委員長　それでは答弁を求めます。

　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　まず、１点目の

平成１６年度の雑収入の推移でございま

すが、当初予算段階では約１億５，６０

０万円計上いたしまして、年度途中で８，

５００万円ほどを増額補正をいたしてお

りまして、最終的には２億４，０００万

円の雑収入というようなことで予算上は

なっておる次第でございます。

　この中で８，５００万円年度途中で補

正をいたしておる最大の理由いうのは、

平成１６年度の年度途中に平成１５年度

の国庫負担金が確定をいたしましてです

ね、総額約７，７００万円ほどの返還が

生じたために、その財源として雑入を計

上しているということでございます。

　それともう１点は、この２億４，００

０万円の雑入を見込んでいるわけでござ

いますが、これに対して実際に決算段階

で上がってきたのは、国保連合会から返

戻を受けました３７０万円ほどというよ

うなことでございますから、そういう意

味で申しますと、この部分は２億３，０

００万円ぐらいの数字にならなあかんの

に、決算段階でのいわゆる赤字部分いう

のは１億３，４００万円ほどに減ってい

るということで、この部分の乖離が非常

に大きくなっているわけでございますが、

これはこの平成１７年６月に補正の第２

号で補正をお願いいたしておりますが、

退職被保険者に係る医療費部分で療養給

付費交付金というのが歳入でいただいて

いるわけですが、これが先ほどの部長の

補足説明の中でも触れておりますが、過

払いになっておりまして、この部分が過

払いになったために赤字が見かけ上、縮

小したという状態があります。ですから、

縮小した部分が平成１７年度の方に回っ

てくるというような状態になっておるた

めに、ここで約１億円近くの誤差が生じ

てきているということでございます。

　それから、平成１７年度の決算見込み

というようなことでございますが、これ

につきましてはですね、先ほどの答弁の

中でも、平成１６年度は保険給付費は約

５０億円ぐらいというようなことで申し

ておりますが、この部分は最初の支払い

が始まるのが５月からでございまして、

現状といたしましては既に１１月を迎え

ているわけですが、今年の医療費の支払

いが全体の半分ぐらいしかまだ済んでお

りません。そういう意味で申しますと、

最終の歳出額がどの程度でおさまってい

くのかというようなことも確定をいたし

ておりませんし、また、歳入部分につい

て申しますと、調整交付金であるとか、
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それから平成１７年度からは都道府県調

整交付金という新たな制度が設けられて

きて、以前の国庫負担割合が４割から削

減されてきているというようなことがあ

りまして、そういう不安定要因がありま

すので、確実なことは申し上げにくい状

態ではございますが、おおむね３億７，

０００万円ぐらいのレベルでおさまるの

ではないかなという見込みを立てており

ます。

　それから、３点目の調整交付金のペナ

ルティの問題でございますが、この調整

交付金につきましては、保険料の収納率、

現年の保険料の収納率がいくらなのかに

よって減額されるような仕組みになって

おります。ちなみに、この過去５年ほど、

すべて９％カットがされておりまして、

平成１６年度で申しますと、調整交付金

が本来であれば３億７，０００万円ほど

交付されるところを、９％のペナルティ

がかかっておりますので、約３，３００

万円ほどが減額されて交付をされており

ます。

　ちなみに、このペナルティについては

現年の収納率が９２％になりますと、な

しになると。それで９２％を下回って収

納率が下がれば下がるほどペナルティの

割合が高くなるというような仕組みのも

のでございます。

　それから、保険料の減免の状況でござ

いますが、平成１６年度申請数が３１４

件、これに対しまして所得オーバー等の

非該当が２７件、残り２８７件について

減免を適用いたしておりまして、減免の

適用総額は１，４９７万円でございます。

この数字につきましては、平成１５年度

も件数は２５３件でございますが、金額

がほぼ同じ１，４６６万円、平成１４年

度が件数が１７９件で１，０４９万円ほ

どというようなことで、徐々に伸びてお

ります。この伸びている最大の要因とい

うのはですね、いわゆる平成１６年度か

ら特に６月の下旬に短期保険証の更新の

ための呼び出しをする際に、短期保険証

の対象者全世帯に対して保険料の減免の

案内を全部送付をしているというような

こともありまして、そういうことも含め

て若干伸びる傾向にあるのかなというふ

うに考えております。

　それから、資格証明書であるとか短期

保険証であるとか、保険証のとめ置きの

問題でございますが、１つは、保険証の

とめ置きにつきましては基本的にはいた

しておりません。ただし、１１月１日を

もって新しい保険証に更新をさせていた

だいてるわけですが、短期保険証の対象

になる方については、１０月の初旬段階

から納付相談等の呼び出しをいたしてお

りまして、月末にかけて順次窓口にお越

しになったり、また電話で事情等を申し

立てられたりというようなことで実態把

握に努めている次第ですが、即、日が変

わって１１月になったから、これらの方

に対して全数お送りしていることじゃな

くて、件数が相当の件数にものぼってお

りますので、若干時間がかかっている次

第ですが、基本的には短期保険証につい

ても全数交付するという対応をいたして

おります。

　ちなみに件数でございますが、これは

平成１６年度末、本年の３月末現在の数

字でございますが、短期保険証について

は１，４７９世帯、資格証明書について

は３０世帯に交付をいたしておりまして、

この短期保険証いうのは、ご承知のとお

り保険料が２割未満の納付の方を対象に

納付等の相談で呼び出しをいたしており

まして、そういう方が対象になっている

と。それから、資格証明書については、

この３０件については、昨年の段階で過
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去１年以内に保険料が全く納付されてな

い世帯を対象に資格証明書を交付をして

いるということでございます。

　それから、運営協議会の中身、また資

料等を公開してはどうかということでの

ご質問でございますが、これにつきまし

てはですね、まず１点目は、委員もおっ

しゃられておられるように、国保運協に

ついては被保険者代表、これ２名につい

ては、２年に一度公募というような形で

広く被保険者の意見が反映されるような

仕組みに改めてきているわけでございま

すが、基本的な形といたしましては、あ

くまでも国保運営協議会いうのは市長の

いわゆる国保運営に対する諮問機関であ

ると、そういうような位置づけでござい

ますので、国保についての資料はすべて、

例えばインターネットで公開するとかい

うような考えは今のところは考えており

ません。ただし、これについては、いわ

ゆる秘匿せなあかんような内容ではござ

いませんので、ある意味で申しますと、

資料の提供というようなことが要請され

るようであれば、これは提供はしていき

たいというふうに考えておりますが、一

般的な形での公開というようなことは今

のところ考えておりません。

　それから、高額療養費の償還の件でご

ざいますが、これについては、国保部分

については一般的に４か月ぐらいかかっ

ているのが現状でございまして、ただし

医療費の抑制というようなことでレセプ

トの点検を市独自でも行っておりますの

で、再審査の対象になると、これが６か

月とかもうしばらくかかるというような

ケースも出てまいります。そういう中で、

一部なぜこんなに遅いんやというような

ことでご悲観をいただくような場面もご

ざいますので、私どもとしては、まず１

つは、やはりできるだけ受領委任払いを

ご利用いただくように交付を努めておる

というようなことで、この期間短縮いう

のは物理的に不可能な部分でもございま

すので、どうしても費用負担が荷重にな

るというようなことは受領委任払いをご

利用いただくというようなことでお願い

をいたしておりまして、この部分は、お

おむね高額療養費の約２０％ぐらいの方

が受領委任払いを利用されておるのが現

状でございます。

○嶋野委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

老健に係る部分についてお答えを申し上

げます。

　まず、高額療養費の償還払いに期間が

かかっているということについてでござ

いますが、今、佐藤次長の方からもご答

弁申し上げましたように、例えば５月に

医療にかかられますと、２か月後の７月

にレセプトが市の方に来まして、それを

点検をして、高額医療がある場合は８月

に通知をするというような形をとってお

りますが、やはり一部レセプト点検の過

程で再審査の必要性が出てきた場合につ

きましては、また国保連合会の方に再審

査をお願いしていることから遅くなって

いる場合もございます。

　続きまして、自己負担の限度額を含め

ます階層の区分のための所得等の把握の

仕方の問題でございますけれども、これ

は市の方で調査をいたしておりまして、

対象の方に対しまして申請書を一緒に郵

送して申請勧奨いたしております。

　また、一定以上の所得がおありで、２

割負担の方につきましても、特例により

まして１割負担になる可能性のある方も

いらっしゃいますので、こういった方に

つきましても市の方で調査をいたしまし

て、そういう可能性のある方につきまし

ては、申請書も含めまして郵送をさせて
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いただいております。

　それから、手続きの問題につきまして

は、委員ご指摘のとおり、１回申請をし

ていただきまして銀行口座を登録してい

ただいて、次回からは自動的に、高額医

療がありました場合は自動的に振り込ま

れるという形をとらせていただいており

ます。

　なお、来庁できない方につきましては

申請書を送付し、郵送の受け付けもいた

しております。

　また、未申請者で時効にかかる場合に

つきましては、再度通知を実施しまして、

時効の中断をいたしております。

　それから、平成１４年１０月に一部自

己負担額の定率制が導入されてから、平

成１７年１０月末までの実績でございま

すが、対象件数が９，６３２件で申請件

数が８，７１９件、申請率は９０．５２

％になっております。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　お答えをいただきました。

非常に国保の予算を組むにしても、不確

定要素が多い部分と制度の改定が多いと

いう部分で毎回議論をする中で、保険者

としての運営というのはほんま大変だと

思います。

　そうした中で、それでも社会保障制度

の一環として命と健康を守る制度として

窓口の対応の改善であったり、今お聞き

しましたけども、郵送の際の高額療養費

受領委任払い制度の案内であったりとか、

封筒のところに書いてあるんですね。そ

れから一部減免の案内であるとか、それ

から社会保険に移行する方のための申請

用紙も入れて郵送されているというふう

にもお聞きしておりまして、市民の被保

険者にとって、いかに国民健康保険、窓

口に行って保険料を安心して払えるよう

に、安心して制度が受けられるようにし

てもらおうというような取り組みが進め

られているというふうに感じています。

　ただ、やはり国民健康保険証、これを

短期証や資格証明書にするということが、

やはり保険料と給付と納付との関係をちょっ

と先ほどもご答弁なかったんですが、も

う一回その点をお聞かせいただきたいと

思います。

　短期証、資格証明書を発行することが

収納率の向上に本当に役立っているのか。

先ほど不納欠損の割合をお聞きいたしま

すと、先ほどの答弁の中で示されたもの

を見ますと、多くが生活困窮の方であり、

そして中には資格証明書３０件の中でも

ご説明がありましたけども、１年間全く

連絡がとれない、家庭訪問しても会えな

いというような方だというふうに言われ

ていますが、この短期保険証の発行、資

格証明書の発行によって収納率の向上に

きちんと結びついているのかどうか、そ

の点もちょっとお聞かせいただきたいと

思います。

　多くの方は払えるものなら払いたい。

片や短期証が来て、もしくは電話で連絡

があれば窓口に来てですね、窓口の方で

減免制度の丁寧な説明があったり、それ

から分割納付の相談に乗ってもらえるよ

うな姿勢を示してもらえるということが

だんだん浸透していけば、市役所の窓口

に来て、何とか自分で払えるような方向

で考えてくれる方向に進むんじゃないか

と。そういう一部の払う意志の全くない

方といいますか、払う認識のない方もい

らっしゃるのではないかと思いますが、

少数のそういう方々がいるということを

とらまえて、全体まで網にかけるという

ようなやり方が本当に市民の命と健康を

守る制度としての大事な保険証を発行す

る業務と言えるのかどうかというふうに

思いますので、ちょっとその点をお聞か
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せください。

　それから、ちょっと１回目の答弁で部

長が、保険料を払わなくても医療を受け

られるんだという風潮があるというよう

なお話がありましたけど、そんな風潮は

あるんでしょうか。具体的に示していた

だきたいと思うんです。担当の窓口の方

で少しでも払ってもらえるようにという

ことでいろいろな改善をしている中で、

それを統括する部長が市民をそういうふ

うな風潮があるというふうな見方で発言

されたのであれば、これは摂津市の国保

自身に対しての信頼にもかかわる問題で

ありますので、その点は具体的に、そん

な保険料を払わなくても医療は受けられ

るんだというような風潮が今蔓延してい

るんですか、その点はちょっとお聞かせ

ください。お願いします。

　老健の高額医療の償還の件ですけども、

国保の方では高額医療が長期にかかる、

レセプトで４か月、もしくは６か月かか

りますよという文言を入れて高額受領委

任払いの制度をご案内をされています。

老健の方は原則７５歳以上の高齢者の方々

が国保から移行してくる方でありまして、

国保以上に収入的にもだんだん落ちてく

る、収入的にも少なくなってくる方がい

らっしゃる、比較的そうではないかとい

うように思うわけですけども、老健に移

行した際、高額受領委任払いの制度がな

いですね。その点、それから国保の場合

ですと、生活困窮の場合に申請すること

によって一部負担金の減免の制度があり

ます。３割負担の方であったり１割負担

の方でも減免の制度がありますが、老健

の方に移行すると一部減免の制度がない

という状況になっているわけなんですが、

その点の一部負担減免、それから高額受

領委任払いの制度、例えば介護保険の住

宅改造の場合も、これは代理人払い制度

というのがとられているかと思いますけ

ども、そうしたことが検討されないのか

どうかですね、ちょっとそれをお聞かせ

をいただきたいというふうに思います。

　あと、負担限度額について、対象者の

方に市の方が捕捉をして連絡をとるとい

うようなことをお話しいただいたんです

が、高齢者の方々の中には、前年も収入

が落ちてきて、住民税非課税の方も、ほ

とんどかからないということで申告をさ

れてない方もたくさんいらっしゃるんじゃ

ないかなというふうに思うんですが、申

告をされていない方々についてはどうな

のかですね、年金の方は年金収入から捕

捉できることがあるのもしれませんけど

も、申告されてない方がこの負担限度額

が高い水準で負担になっているというこ

とはないのかどうか、この点をちょっと

お聞かせをいただきたいと思います。い

らっしゃるんであれば、どのぐらいの方

がいらっしゃるのか、お願いいたします。

○嶋野委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　まず、短期証で

あるとか資格証明書と給付との関係でご

ざいますが、資格証明書の対象になった

方については、基本的には病院で治療を

受ける際は１０割負担、一たん全額ご負

担をいただくという形になりますが、短

期証については、保険証の期間が通常１

年間のものが４か月単位で更新になると

いうだけでありまして、給付の部分のい

わゆるペナルティというのは全くござい

ません。

　それで、この短期証、資格証明書につ

いては本当に収納率の向上に寄与してい

るのかどうかという部分でございますが、

これは素直に申しましてですね、資格証

明書についてはなかなか難しい状態やな

というふうには考えております。ただし

これはそういう収納率の向上に寄与する
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から、しないからというようなことで市

町村独自に交付をしたりしなかったりと

いう判断ができるというよりも、これは

あくまでも国民健康保険法の中で交付が

義務づけされておる業務でございますの

で、本市、全く滞納がないわけではござ

いませんから、一定できるだけ最小限に

とどめるような工夫をしながら交付をさ

せていただいているというのが現状でご

ざいます。

　また、短期保険証につきましては、や

はり今の本市の状況としては、なかなか

家庭訪問してもご本人にお会いできると

いう方は少ないのが現状でございます。

また、特にこの短期保険証の対象になっ

ている方は圧倒的に単身世帯ないしは大

人２人世帯というようなところが多いわ

けですが、こういう世帯については夜間

訪問をしてもなかなかお会いできないと

いうようなことがございまして、保険証

の更新の時期に初めて市民の方から連絡

をいただくと。なかなかこちらの方から

出向いていって、市の方から来るのをお

待ちいただくような状態ではありません

ので、やはり４か月に１回程度、状況を

お聞かせいただいて、先ほども申しまし

たように、状況が変わっているようであ

れば減免なり、またいろんな制度の活用

なりというようなことで、それが最終的

には納付という部分にもつながっていく

話でもございますので、一定、役割を果

たしているのではないかなというように

考えております。

　また、これが先ほど申しましたように、

２割未満の納付実績の方に限っておりま

すので、すべからく、例えば滞納があっ

たら短期保険証やと。実はお隣の市では

そういう対応も一部入ってきているよう

ですが、今のところ私どもは２割に満た

ない世帯に限定をさせていただいたとい

うことでございます。

　それから、先ほど部長の答弁の中で発

言があった点でございますが、これが一

般的に広く流布しているというような、

蔓延しているというようなことでは決し

てございませんが、やはり窓口で保険証

の更新なりでお越しいただいて滞納され

ている状況についてお話をする際には、

とにかく保険証が欲しいんやと、お金の

ことは考えとくがなということで、２年、

３年全く納付がないというケースもまま

見受けられているというのも現状でござ

いまして、そのあたりについてはなかな

か有効な手だては今のところ見出せない

のが現状ですが、私どもとしては本人の

所得の状況なりを勘案して、一定、客観

的に支払い能力のある世帯については差

し押さえ等の措置もさせていただいてお

るのが現状でございます。

○嶋野委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

老健にかかわる分についてお答えいたし

ます。

　まず、老健の世帯におきまして、国保

と同じように高額受領委任払いの制度に

ついて検討できないのかというご質問か

と思いますけれども、私どもの認識とい

たしましては、老人保健制度の場合につ

きましての一部自己負担制度につきまし

ては、一定以上の所得者の方、一般の方、

それから低所得の方の１と２というふう

に４つの階層がございまして、それぞれ

に自己負担の限度額が決まっております。

国保の制度の場合はこの負担限度額の部

分が決まっていないということで、ちょっ

と国保の制度とは老健の制度が違うと思

いますので、現行においてはそういった

ことはちょっと考えていないというふう

に今の段階ではちょっとご答弁させてい

ただきます。
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　それから、一部負担金の減免の制度に

ついてでございますけども、老人保健医

療制度の一部負担金の減免につきまして

は、老人保健法の第２８条第３項におき

ましては、市町村長は、老人保健法の施

行規則第２０条第１項の規定するところ

によるとされております。それで老人保

健法に基づく業務につきましては法定受

託事務というふうになっておりまして、

その場合には、先ほど申し上げました老

人保健法の施行規則で定められた範囲を

超えて市の条例等で一部負担金の減免を

行うことはできないものというふうに認

識をいたしております。

　それから、申告をされていない方に対

してどのように対応しているかというこ

とでございますけども、現時点におきま

しては、申告をされてない方に対して郵

送等はいたしておりません。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　滞納者に対する短期証や資

格証明書などの発行というのは、私はこ

の制度の性格上からいっては、これはや

るべきではないというふうに思っていま

す。摂津の場合、短期保険証の場合でも、

その年の２割以上、滞納されている方に

しか短期保険証は発行されていない。他

市はそれ以上で発行している部分もある

というのもございますけども、短期保険

証、かつては窓口にとめ置いていたもの

を一定期間置いてから発送するように変

わってきたというふうに認識しておりま

す。そのことによって収納率が大幅に下

がったのかということをいえば、決して

そうではないと私は思うわけです。この

間の経済状況からいっても、国保に加入

してこられる方もたくさんいらっしゃい

ます。そして、多くが、給与所得者の方

も国保に加入されているわけで、４０％

弱の方が、給与所得者の方が加入されて

おられるわけであります。

　ということで、もちろん収納率を上げ

るための短期保険証じゃない、資格証明

書ではないということでございますけど

も、結局はそれを使って収納相談、分割

相談をやろうというようなことで短期証

が発行されているということだと思うわ

けなんですね。それから、短期証でなく

ても、これはこまめに納付については納

付相談を促していく、納付を促していく

ということ、今行われていることをやる

ことで十分補えていく、さらには窓口の

対応によって改善を図らさせていくとい

うことが可能だと思いますし、それから、

保険料についても、大阪府下の中で所得

割率が本当に低い水準になって、他市の

方が大分上げてこられたとはいえ、社会

保険から国保に移行されてきた方々が国

保の請求書を見てやっぱりびっくりされ

るわけです。これはもう国保制度そのも

のの問題でありますから、摂津市だけで

はございませんけども、生活実態の中か

らいって、社会保険料に対する国保料の

割り合いというのは非常に高いというこ

ともあるわけで、この国保料を今上げて

いくということがかえって収納率を低下

させていくことにもなると私は思います

ので、その点は意見を申し上げておきた

いと思います。

　それから、部長がおっしゃった言葉を

言葉尻をとらえたような質問で申しわけ

ないんですけども、真剣に相談に来られ

て分割納付に来られる方々、そういう方

を促しているような業務をされている状

況のもとで、そういう風潮であるとか、

そういう流れということは私は言うべき

ではないというように思います。もちろ

んそれは今始まった流れではなく、いろ

いろな方がいらっしゃる中で、残念なが

ら社会とのかかわりがまだまだ薄い世代
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の方々の中にはですね、それから生活の

中で仕事などに追われている中で、一般

的に医療保険とのかかわりの薄い人たち

が認識が少し足りない部分から出た言葉

を全体的な風潮としてとらえるというの

はよくないですし、逆に、そういう人た

ちにも保険料の、国保の大切さを訴えて

いく。広報等でいろいろ案内もされてお

られますけども、そういったことをして

啓発に努めていくべきだというふうに思

いますので申し上げました。

　それから、運協については、せめて資

料についてはですね、それから市長が諮

問された場合、それから答申が出される

場合、それから国保運協の中での資料等

については議会の方にぜひ示していただ

きたいということを要望しておきたいと

思います。

　それから、老健の方につきましては、

国保との制度が違うということも承知し

ておりますが、高額医療費の長期にわた

る負担というのは、やっぱりほっとくこ

ともできませんし、窓口まで来てもらう

のに、中には申請ができずに、本来受け

とるべき償還金が受けとれないという方

がいらっしゃってはいけないと思います。

対象となる方が遺漏なく償還金をもらえ

るようにするということは大事なことで

ありますが、そのためにはやっぱり受領

委任払い制度、入院費の場合ですと４万

２００円ですか、それ以上、保険給付に

ついては請求がないので高額医療という

ことにはならないかもしれませんけども、

通院でかかるような費用で高額になった

場合についての高額医療費の受領委任払

い制度についてはですね、摂津市だけで

なかなか難しいのであれば大阪府、それ

から近隣他市とも共同して要望を強めて

いただけたらと思いますが、いかがでしょ

うか。それだけお聞かせください。

　それと、申告されてない高齢者の方々

には郵送されてないということは、やは

り申告されてない方が負担限度額を知ら

ずに高いご負担をされている方も中には

いらっしゃるということだと思います。

これはやっぱり制度としてあるものであ

りますから、きちんと申告をしてもらう

ような啓発も含めて対応をしていただき

たいと思うんですが、この２点だけちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

○嶋野委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　高額受領

委任払いにつきましては、私どもも実務

につきまして少し不勉強なところがござ

いまして、国保の制度との違いというこ

とで、私どもが聞いている範囲では、国

保につきましては、その限度額を上回る

部分につきまして高額受領委任払いをし

ているというふうに聞いておりますので、

委員がおっしゃいますように、その手法

を老健の方に適用ができるかにつきまし

ては、ちょっとここで即答できない部分

もございますので、一度その点につきま

しては検討させていただきたいというふ

うに思います。

　それから、無申告の方に対する対応に

ついては、通常、公的年金等をもらって

おられる方につきましては申告をされて

おられると思いますので、無申告の方に

つきましては限られた方とはいえ、委員

のご指摘の点もございますので、これに

ついては実務的な問題も含めまして、そ

ういったことが可能かどうかについて検

討してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○嶋野委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　若干関連した答

弁になりますが、老健の被保険者の７割、

８割方は国保の被保険者なのが現状でご

ざいます。それで国保の方につきまして
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は、これらの方々で未申告の世帯につい

てはですね、二度ほどにわたって申告の

勧奨の案内を送っておりまして、それで

単に市の封筒を使って送ると中身も見ず

に、あけずにそのまま置いておくという

ケースもままありますので、封筒に赤い

スタンプで、ぜひあけていただけるよう

なキャッチフレーズも打ったりというよ

うなことで工夫をしながら、とにかくで

きるだけ未申告世帯は少なくするように

働きかけをいたしておりますので、その

点も含んでいただいて、よろしくお願い

いたします。

○嶋野委員長　ほかに質問ございません

でしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時１６分　休憩）

（午後２時１９分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　認定第８号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方は挙手いただきます。

　村上委員。

○村上委員　歳出の方の件なんですけど

も、保険給付金ということで平成１６年

度２４億７，０００万円という形での支

出済みということで、前年対比として３

億１，８００万円ですか、増加しました

というようなことをお聞きしたんですけ

ども、おおむね毎年この３億円というの

は大体経年増えているのかどうか、その

辺をちょっとお聞きしたいなと思います。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　給付費についてお

答え申し上げます。

　昨年平成１５年から１６年にかけまし

ては、給付費に関しまして１４．８％、

委員おっしゃっていますように３億円ほ

ど上がっております。その前はですね、

平成１５年度実績は２１億５，０００万

円ですので、平成１４年度と比較します

と６．３％で、約１億５，０００万円ほ

ど上がっております。ですから３億円ほ

どということではなく１億５，０００万

円から３億円、次いで平成１７年度の見

込みとしましては３億円以上というふう

な見込みをしております。

　具体的にはですね、まだ半年経過した

ところで見込みを推計いたしますと、予

算現額の２％ちょっと下回っております

ので、予算額を下回る給付額になるのか

なと。

　また、この１０月から食費負担、居住

費の負担が保険外になりましたので、給

付費はもう少し下がるのかなというふう

に見込んでおります。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　前年比は１億５，０００万

円増加と、今年は３億円、平成１７年度

も３億円ぐらいという話があったんです

けども、先日も市長との話からですね、

平均寿命と健康寿命とで７年ぐらいの差

がありますねと、そういう話があって、

この７年間というのは介護を受けている

ようなというお話を聞きました。その年

齢を縮めるために施策的なもの、健康運

動とかその辺を何か考えておられるのか

どうか、その辺をちょっとお聞きしたい

なと思います。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　平成１８年４月か

ら介護保険制度が見直しになります。そ

の中で一番の大きな柱としましては介護

予防がうたわれております。委員おっしゃ

いますように、健康について高齢者の方

が今まで以上に地域で自立した生活を過

ごしていただく。そのためには介護予防、
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これを全面的に進めまして、例えば筋力

トレーニングですとか口腔ケア、またあ

と栄養改善、こういった三本柱を介護予

防の中で進めていくというような計画が

今のところございます。そして、少しで

も介護保険にかからない元気な姿でお過

ごしをいただくようにプログラムの方を

練っておる最中でございます。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　介護予防という観点から筋

トレとか食事云々とか、そういう改善の

方でお話がありました。筋トレとかされ

るような施設をどこでされるのかという

話が今後出てくるかと思うんですけども、

やっぱり高齢化という介護を必要とされ

るような、体力の落ち込みですね、こう

いうようなのを考えましたら、やっぱり

極力近隣の施設へ行けるような、例えば

公民館を使っていただけるようなところ

とか、そういうのもひとつ考えていただ

いて、より多くの方が筋トレとかそうい

うことを受けていただけるような、そう

いう広範囲での考えを今後検討するに当

たってお願いしたいなと、そういうこと

を要望だけさせていただきます。

○嶋野委員長　ほか質疑ございますでしょ

うか。

　上村委員。

○上村委員　今の保険給付額の推移につ

きましては、村上委員の方から今聞かれ

て答弁がありました。平成１６年度が３

億円増えて、平成１７年度はまたプラス

３億円かなという見込みでありましたけ

ども、この際、平成１６年度の介護認定

者がいくらであったかということと、トー

タル人数ですね、それと高齢化率ね、平

成１５年度までは１３．７ということで

聞いておるんですけども、平成１６年度

はいくらになったかなということをまず

１点教えてください。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　お答え申し上げま

す。

　まず、認定者数の平成１６年度実績で

ございますが、１，９６５名でございま

す。

　それから、高齢化率につきましては１

４．５％というふうになってございます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　１つ聞くのを忘れたんです

が、基金の積み立て状況というか残金と

いいましょうかね、それも教えてくださ

い。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　平成１６年度末現

在で介護給付費準備基金は残金が２５３

円ということでございます。これは基金

を解約した際の利息でございました。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　基金が２５３円ということ

でたばこも買えないようなことで寂しい

話でありますけども、一次が平成１２、

１３、１４年度と、二次が平成１５、１

６、１７年度と来年度までありますね。

来年度までの間で、これは介護保険の料

率は決めていただいていますんでそれで

運用していかなければならないというこ

とであります。当然、今の平成１７年度

予算につきましては、これはもうマイナ

スにならざるを得ないという状況が推定

されます。平成１２、１３、１４年度は

それなりの運用ができたということであ

ります。今の高齢化率を聞きますと、毎

年１ポイント近くずつ上がっていってい

ますね。ということは、保険給付につき

ましても完全に右肩上がりと。これは今

の高齢化社会そのものがここに反映され

ているというふうに見ています。

　そういった中で介護保険制度がスター

トして、これからずっとこの制度が続く
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ということになってきますと、先ほどの

国保の話ではないですけども、この介護

保険料というものにも反映していかざる

を得ないという格好になってきます。

　そういった中で平成１６年度が２５３

円の基金が残ったということはそれなり

のことかなという気もしますし、ただし

３年間でゼロになるような本来は予算設

定をしている筈なんですけど、この原因

は何かなということをまず、平成１６年

度の見込みはいくらであったのかという

ことと実績が２５３円だったということ

の差異は何ですかということをまずお聞

かせください。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口課長　ご答弁申し上げます。

　基金の運用につきましては、この第２

期、平成１５年、１６年、１７年、この

３か年でまず給付費の突然な伸びに対す

る準備基金として使う目的、それから平

成１５年度から平成１８年度、この２期

の保険料を設定する際に国の保険料算出

シートと申しますが、このワークシート

で算出しました金額が基準額としまして、

３，４０１円、本市の２期の保険料は３，

２８０円で今、基準額を設定しておりま

すが、この差額につきまして基金を充て

ようじゃないかということで、保険料を

抑制するために基金の活用を図るという

ことの目的もございました。

　蓋をあけてみますと、平成１５年度の

給付費の伸びは想定外でございまして、

ここで基金を本当は積み立てをするべき

ところでした。平成１６年度については

ほとんど差し引きゼロだと。平成１７年

度に給付費の伸びに対して補てんをして

いって、この３か年の平均を保つという

ような構想でございましたが、平成１５

年度で給付費が足りませんで議会にもご

迷惑をおかけしましたが、基金の専決処

分で取り崩しをさせていただいて急場を

しのいだと。そして平成１６年度につき

ましても基金を全額取り崩して何とかし

のいだと。この平成１７年度につきまし

ては、残念ながら基金は枯渇いたしまし

た。しかしながら、平成１６年度決算を

打った段階で約２，１００万円ほど繰り

越しができるのかなと、積み戻しができ

るのかなという形になってございますの

で、それとて平成１７年度のこの勢いを

見ますと足らないのかなという形でござ

います。

　いずれにしましても平成１７年度決算

間近に中間点を折り返ししましたけども、

このままの推移で給付費が伸びていくの

か、あるいは先ほど申しました１０月の

一部改正によりまして給付費がどれだけ

下がるのか、その辺を見極めながら平成

１７年度決算を迎えるに当たりまして、

また方策を考えたいと。

　平成１７年度の予算を立てた際にはで

すね、国、府、市で拠出しております安

定化基金、それを貸し付けを受けまして、

借り入れをしましてしのごうということ

で、約１億円ほどの予算を組みましたが、

今このままでいけば借り入れしなくても

何とか済むかなとかいうような状況でご

ざいます。

　しかし、それも危ない状況ですので、

最終は繰上充用ということもあるかもし

れませんけども、できるだけ最終まで頑

張っていきたいなというふうに考えてお

ります。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　介護保険制度がスタートし

て一次は乗り切って二次に来たというこ

とで、その予算設定する段階で３，２８

０円設定したということでありますけど

も、残念ながら非常に厳しい状態になっ

たということであります。その状況はわ
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かります。しかしこの介護保険について

は、会計については課長にお任せしとん

です。すべてお任せしています。これが

一民間企業的な考えに立つと、この事業

を任せとんですよ。そのことが結果的に

赤字になりましたということは済まされ

ない。それだけ責任があるんですよ、摂

津市民の介護保険にかかわる人を支えと

んですよ。

　先般の一般質問の中で人事処遇の構造

改革ということで成果主義というのがこ

れから取り入れよということが言われて

います。まさしくこの予算で設定して、

結果がどうであったいうのが成果なんで

す。成果主義という考え。それだけお任

せされとんですから。我々もそのことで

予算審議の中でこれでいけますというこ

とでこの値段を了としたわけです。それ

が途中になって非常に厳しいと言われて

も、これはもう我々議員という立場とし

て承認した以上、責任ありますけども、

しかし答えはオッケーですということだっ

たんで、その結果がこういうことでは困

るということのがまずあります。

　ですから当然、さっき村上委員が言っ

たように、介護状態にならないというこ

とも当然これから取り組まなければなら

ないことではあります。しかし、実際か

かった費用が集めた保険料でやっていけ

ないということであります。これは負担

割合からいくと、保険料で２分の１、あ

と国が４分の１、府が８分の１、市町村

が８分の１。その半分の保険料を、社会

保険に入っておる４０歳以上６５歳未満

の方からとる分と、１８％のところが６

５歳以上の方の保険料ということでこの

介護保険課にお任せをしているわけです、

この保険料設定を。ですから、ここのと

ころをきっちり予算設定してもらわんこ

とには、今後またこういう赤字になる可

能性がある。もう介護保険課の半分以上

の仕事はこれですよね。ここをいかに読

むかということです。特に高齢化率、摂

津の人口動態、よくよく研究しながらし

ていくということでもありましょうし、

私は安易に一般会計等々に、国は頼らな

いような方策を立案しておかないと、国

のあれは２年ぐらいはおいしい飴をちら

つかせてパッと引き上げるから、あとで

困った困ったということになるというの

が今までのケースですよね。そういった

ことにならないようにきっちり予算単価

を設定するということが介護保険課の仕

事の半分以上だと私は思っています。あ

とは手続きにのって実行するというのが

仕事なんで、先を読むという非常に難し

いこれは仕事ですけど、それだけやりが

いのある仕事です。そのことに全力を傾

けていただきたいということと、今後だ

からまたそういった形で平成１８、１９、

２０年度の第３次の計画をつくっていか

ざるを得ない今、時期ですよね。そういっ

た意味で、そういった気持ちでやってい

ただきたいということと、平成１７年度

の赤字が出た場合、次の第３次から借り

入れするような格好で予算を組まざるを

得ないだろうし、それとまた一遍ここで

第２次で会計をチャラにするために一般

会計からほりこむのか、その辺の考えは

どういう考えを持っておられるのか聞き

たいと思います。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　平成１７年度につ

きましては、赤字にならないように努め

てはいきたいと思うんですが、１０月の、

先ほど申し上げました改定の影響がどれ

だけ出るのか推移を見守っていきたい。

　また、残された期間ですけれども、こ

の間にサービス事業者に対しましても適

切なケアプランが実施されているかどう

－ 45 －



か、こういった細かい点にも注意しまし

て、不適正な給付がなされないようにも

配慮しながら給付の適正に努めていきた

いと。

　それで結果的にどうしても足らないと

いうような事態になった場合につきまし

ては、先ほどの安定化基金の貸し付け、

もしくは繰上充用、どちらかの選択にな

らざるを得ないと思いますが、ぎりぎり

まで検討していきたいというふうに考え

ておりますし、こういった計画で赤字に

なった責任という、こういう重責を担っ

ているという意識をしっかり受け止めて

今後の仕事に取り組んでいきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○嶋野委員長　保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　介護保険制度が平

成１２年度からスタートしましたが、わ

ずか６年ほどで介護給付費が約２倍程度

にも伸びております。そのときの保険料

が２，８００円ぐらいでしたか。２，８

００円か２，９００円ぐらいだったと思

うんですけれども、サービス料が倍になっ

ているということは、本来、保険料も倍

になるというのが自然な形ではあろうか

と思うんですが、今のところ基準額３，

２８０円という形で動いております。先

ほども課長が言いましたように、基金の

積立金が枯渇しているということの中で、

次の手だてとしては、国と府と市が３分

の１ずつ出し合っております財政安定化

基金から借りていかなければならないの

かなという状況にも入っております。こ

れにつきましてはもう既に大阪府内の各

市町で安定化基金というのを借りている

ところが多数ございます。我々のところ

最終の年度にこれを借りないかんのかど

うかという瀬戸際に立つと思いますが、

今後につきましては、これから３年間の

保険料を設定していくことになるわけで

すけれども、今、我々の市でやっており

ます筋力トレーニングとかいうような部

分で、どれだけ介護にかかる期間を少な

くできるのかというのも既にやっており

ますが、来年４月から新たに地域支援事

業というものを進めていくことになって

おりますので、これをできるだけ活用し

ていただいて、先ほどの質問にもありま

したけれども、できるだけ介護にかかる

期間を短くする、健康寿命を延ばすとい

うことに力を入れれば、介護費用も、高

齢者が増えてきますので、減ることはな

いと思いますが、できるだけ少なくでき

るんじゃないかと。それと、そういう健

康になっていただければ医療費の上昇も

抑えられるのではないかと、我々もこれ

は期待しております。

　ということで、その会計につきまして

は大変非常に苦しい今状況に立たされて

おります。これを我々だけでなくて全国

的にそういう傾向にございまして、だか

らといって、市民の方に一挙に保険料が

上がるということになってしまえば本当

に気の毒だなという部分もございますけ

れども、介護保険財政もできるだけ一般

財源から入れないというのが基本だと思

います。

　この介護保険の方に一般財源を入れな

いということでありましても、この保険

給付費が伸びますと、自動的に１２．５

％は市の持ち出しとなりますので、それ

だけの負担になってまいります。という

ことで、今後、保険料の設定あるいは介

護予防のことにつきましても我々は力を

入れていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　当初、介護保険特別会計が

できたときにこの準備基金があって、そ
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の変動をこの基金で吸収するんだと、こ

れは理想的な会計システムだということ

で絶賛しとったんですが、国保会計もこ

ういうシステムにすべきだと。しかし、

６年目を迎えて理想的な会計システムが

危うい状況になってきたということになっ

てきています。

　当然、世の中の流れ的には高齢化社会

ということが近づいてきて、摂津市も高

齢化率、他市に比べて低かったんですけ

ども、いよいよ１４．５ですか。どんど

ん高齢化率も右肩上がりになっていくと

いう中で、やはり適正な介護保険料とい

うものを設定していくということが重要

ではないかなと思っていますし、やはり

この特別会計というものをこの会計の中

で自立して運営できるようにしていかな

ければならないというふうに、先ほど国

保のところでも申し上げましたけども、

そういったシステムを維持していかなけ

ればならないというふうに思っています。

　それとやはり介護状態になったときに

も、できるだけ保険を使わないというか、

自立ということを目標に挙げて、要支援

の方が自発的に社会復帰していくんだと

いう気持ちをつくり上げていくと、そう

いった支援というのが大事ではないかな

と思ってます。そういったところにお金

は使っても、その人は社会復帰できて非

常にうれしいことなんで、そっちにやっ

ぱりお金を使うということは有効ではな

いかなと思ってます。

　寝たきりだったときに介護保険でお世

話になりますけども、やはりそれだけの

有効なお金というのは、その人が要支援、

要介護からリハビリをして社会復帰でき

て、また、いきいき元気な暮らしができ

るというところにお金を使うべきではな

いかなと思ってます。そういった意味で

も、この介護保険特別会計の方はきっち

りと自主運営できる、自立できる保険料

設定というのはきっちりしていただきた

い。また別途、要支援から、要介護状態

から社会復帰できるようなところは福祉

という形できっちり市民の方にサービス

提供していくと、こういう二本立てでい

かないと、介護保険のところに、また一

般会計から国保みたいに繰り入れをする

ということになってくると、俗に言うど

んぶり勘定になってくるとだめなんで、

そのことは私は介護保険課に強く要望し

ておきたいと思ってますし、それが唯一

の第一の仕事だということを肝に命じて

もらわないと、お金はいくらでもあるん

ですという考えにおるとだめなんで、や

はり限られたお金の中ですると。そやけ

ど、使うところはもう決まっとるんで、

メスを入れるところはあんまりないんで

すよ、介護保険特別会計というのは。も

う保険料をいくらに設定するかというこ

とだけに集中していかないと。それとやっ

ぱり健康づくり、介護予防ということの

二本立てでいくということもぜひ必要な

んで、そういったことも含めてぜひ頑張っ

ていただくしかないということを、信頼

していますんで、ぜひお願いしておきた

いと思います。

○嶋野委員長　他に質疑ございますでしょ

うか。

　柴田委員。

○柴田委員　総括的には、今、上村委員

が言われましたように、６年たってみて

当初想定していたよりも、特に在宅より

も、居宅介護よりも、施設介護にかなり

周到される人が多いとかいろいろな背景

があって今日のこのようなことになって

いるんじゃないかと。基金まで枯渇して

しまうという大変厳しい状況になってい

るんですが、そのことについてできるだ

けそういうことにならないような高齢者
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への支援ということで、今、各地域でちょっ

と部署が違うのかもわかりませんが、ふ

れあいサロンなどで健康体操だとかいろ

いろなことでお年寄りが介護を必要とし

ない、自立で生きていけるというような

ことをやっておられる。この辺との介護

保険課としてパイプというんですか、こ

こらとの接点をどういうふうに結んで、

まず１つは意識の高揚という、またもう

１つは実質的に介護を必要ないような体

をつくっていただくための少しでもサポー

トしていくというようなことも含めて、

何か今後連携した考え方を持っておられ

るのか。

　最近、地区でそれぞれ校区の中でふれ

あいサロンなども活発に行われておりま

すし、私らが行きますと、健康体操とい

うようなことで年に何回か取り組みもさ

れておりますので、その辺のことはどう

かということをお聞きしておきたいと思

います。

　それから、これは決算書の１５８ペー

ジですけども、保険給付費の中で居宅介

護サービスの給付費ですかね、これを見

せていただくと、最後に不用額が６，９

００万円ほど出ていますね。これは何で

これだけの不用額が出てきているのかい

うことをちょっと教えていただきたいと

思うんです。施設介護の方の不用額とい

うのはゼロでしょうかね。そういうふう

になっています。

　それ以外にもそこそこ不用額は出てお

りますけれども、この不用額が当初予算、

それから補正予算足していろいろな経緯

の中から最終的にこれだけ不用額が出た

と。これは喜んでいいのか、どういうこ

となのかちょっとわかりませんので、そ

の内容を教えていただきたいと、この２

点ですね。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず、１点目のふ

れあいサロンですとか地域での健康体操

なんかの連携についてでございますけれ

ども、これはまさしく委員ご指摘のよう

に、平成１８年度の制度見直しに伴いま

して、介護保険だけではなくて一般の高

齢施策といいますか、健康推進事業の中

で行われておりました、例えば転倒予防

教室ですとか、先ほどのふれあいサロン、

いきいきリハサロン、こういった従来の

制度を使いながら介護予防を進めていく

と。ただ対象者がやはり介護保険の給付

を使って今度は介護予防を実施しようと

いう形になりますので、ある程度、ター

ゲットといいますか、対象者を絞りまし

て、このままだと介護認定を受けていか

れるのかなという虚弱な高齢者の方に対

して的を得たといいましょうか、適切な

予防トレーニングをしていただきたい。

ですから、今までの既存事業を生かしな

がら介護予防と結びつけて、お互いにつ

ながりのある予防事業を展開していきた

いというふうに考えております。これは

地域支援事業と申します。この地域支援

事業を創設するに当たって介護給付費を

つぎ込んでやるんだという構想でござい

ますが、今、介護予防に力を入れないと

いけないのはわかりますが、給付費がこ

のように伸びて、大変、介護保険財政が

しんどい中で、そのお金を使ってまた予

防していかないといけないということは、

効果を上げないと意味がないわけですね。

どんな事業が効果があるのか、これをで

すね、今、既存の事業を洗い直ししまし

て、また高齢者にとってなじみやすい、

受け入れやすいようなプログラムを今考

えております。ですから、公民館ですと

か集会所で今やっていらっしゃる、特に

味舌地区でしたら「デイハウスました」

で実施されている体操なんかとタイアッ
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プして、何とか筋力トレーニングだとか

栄養改善、口腔機能向上、こういったこ

とのメニューをつけ加えて実施していき

たいなというふうに考えております。

　それから、不用額の件でございますが、

これは平成１６年度の補正予算におきま

して給付費が足らなくなってきたという

見込みで増額をいたしました。その中で

施設系と居宅系と分かれておりますが、

居宅がこの平成１４年度から施設給付を

上回るような伸びになってきております

ので、居宅の方で増額をさせていただき

ました。そして款の中で流用が可能とい

うちょっと特異な科目でございますので、

予算構成になっておりますので、いろい

ろこの中のやりとりはありましたけれど

も、１か所からいろいろ流用されていた

だきまして、結果的に給付費がそれだけ

伸びなかったものですから、６，０００

万円、合計でいえば７，０００万円程度

不用額が出ております。居宅の方に１つ

増額を見込みまして、ほかの科目に振り

分けたと。ですから、居宅は一番大きく

なってございますが、ここのちょっと読

み違いというか、ちょっと見込み過ぎと

いいましょうか、その結果、この金額に

は不用額という形になってございます。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　よくわかりましたけど、た

だ、居宅と施設介護との中で何でこれだ

けの格差のある不用額が出たのかなとい

う感じを受けたわけでして、今言われま

したように、トータル的に、そして私も

過去は施設介護がかなり伸びて、居宅介

護というのは当初の予想していたよりも

そんなに伸びてないという、当初の出足

のころね、特に国がこの制度をつくった

ときには、できるだけ在宅で介護してあ

げようやないかという精神でつくってき

たけれども、一時的にやはり施設介護が

ぐっと伸びて、これは本来の精神と相反

するんかな。しかし、家庭の事情で施設

にということで施設が伸びているんだな

という解釈をこの何年か前からしていた

んですが、今回の数字を見ると逆にです

ね、居宅介護の方の給付費の方が上回る

というような数字になってきていますん

で、このことは本来の介護保険をつくっ

た精神にかんがみますと、いい方向に向

いているのか、それともちょっとその辺

の事情はわかりませんが、ただここでお

尋ねしたんは、ちょっとバランスが違う

不用額でしたのでお尋ねしたと。今はそ

ういうようなことで、よくわかりました。

ただ、パッと見たときに、こういう不用

額が出ていると何でかなと、こう思った

わけです。これは今後、予算の振り分け、

また科目のところでは、できるだけ実態

にあった、使ったところで要る費用を補

正していくというようなことをしていた

だいた方がわかりやすいのではないかと、

こういうふうに思います。

　それから、予防介護のこれからの支援

といいますか予防ですね、これは今取り

組んでいただいておりますので、各健康

教室だとかいろいろなことを含めて、そ

れはまたぜひ皆さんの方が先進的な、先

進というか先のことを考えていただいて

いると思うんで、よろしくお願いしたい

と思います。

　ただね、私、こういうことを聞くんで

すけど、介護の認定を受けるときに、今、

認知症というのか、その辺のことの認定

のときに、どうも認定度合いが低いので

はないかと。よく起こるんですよね、問

診というんですか、お尋ねになったとき

に、大丈夫ですとかいってえらい答えて

くれるから、結果的には低いところにいっ

て、実際、家へ帰ったら全然それと違う

んだと。その辺のことで非常に家庭の人
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は、どうも、いうことをおっしゃってい

るんですが、認定の中にそういう話題が

出てくるのか、またその辺は若干の認知

症の方の判定するときに、その辺の考慮

もされるというふうに若干変わってきて

いるのかどうか、この辺をちょっと聞か

せといていただきたいと思います。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　介護認定につきま

してですが、確かに以前の判定ではです

ね、認知症の方につきましては度合いが

低く出るというようなご指摘がございま

した。これにつきましては見直しがなさ

れまして、現在では認知症の方でもそれ

なりの度合いが出ているというふうに認

識しております。

　また、介護認定の申請をされたときに

調査員がお伺いするわけですけれども、

これは一部かもしれませんけれども、認

知症の方といいましょうか、調査を受け

られる方は、その場は何でもできる、自

分でできるんだというような結構発言が

あると。その際には調査員は聞き方を変

えたりですとか、家族の方に一緒にいて

いただいて、本当はどうですかというよ

うな、ちょっと席を外して聞くとか、一

時的な判断はしていないと。何とか全体

がつかめるような調査を心がけておりま

す。

　また、メモなんかでも、そのときはちょっ

と言うとですね、家族同士ちょっともめ

たりもするので、できないのに何言って

るのというような、そういうトラブルを

避けるためメモをいただいたりとか、実

際はこうなんですよというような、そう

いう配慮もさせていただいております。

　それとまた主治医の意見書の中でです

ね、本当にこの方が介護が必要なのかど

うか、どれぐらい困っていらっしゃるの

かということも意見を書き添えていただ

いていますので、それを審査会の方で総

合的に判断をしていただいているという

ことで、かなり公平性というか、正確な

判定ができているのではないかなという

ふうに思っております。よろしくお願い

します。

○嶋野委員長　暫時休憩とします。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時１３分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　安藤委員。

○安藤委員　それでは質問いたします。

　先ほどもありましたが、介護保険が始

まって５年、そして２０００年から今年

度末で６年経過し、来年度からは第３期

の保険料が設定される、そういう前にし

ての決算審議でありますが、先ほどもお

話がありましたが、基金が、先般の補正

予算で２，１００万円ほどですか、積み

立てられておりますけども、その辺の見

込みなどもお聞かせをいただいたわけで

すけども、お聞きしたいのは、給付につ

いても非常に伸びているということです

けども、この給付費の伸びというものを、

今後平成１８年度、新たな保険料を策定

していく上では給付費の伸びというのが

その算定根拠にもなってくるかと思いま

すが、平成１６年度の決算、それから平

成１７年度の途中でありますけども、給

付費の伸びをどのぐらい見込んでおられ

るのかですね、その点ちょっとわかりま

したら教えてください。

　それから、赤字額についても大体どの

ぐらいになるのか。安定化基金、先ほど

借り入れのお話がありましたけども、こ

の安定化基金、今回平成１６年度の決算

では２３５万円ほど積み立てをされてお

りますが、この基金を借り入れをすると

なった場合に条件というものがあるのか

どうか、ちょっとあわせてお聞きしたい
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と思います。

　同時に、その保険料を算定する上で給

付費の伸びであったり、それから第２期

の３か年の中の累積赤字が生じた場合の

累積赤字であったりいうものが保険料に

どのように影響を与えていくのか、ちょっ

とその点、お聞かせをいただけたらと思

います。

　あとは利用者も大変増えてきていると

いうお話で、私もちょっと事務報告書か

ら拾ってみたんですが、平成１２年度か

ら比べると全体で認定者数が１．７９倍

になっています。各介護度別に見ると、

特に増えているのは要支援の方々であっ

て２．８９倍、これは新たに高齢を迎え

た方々が要支援の方に入ってきておられ

るのかなと思っているわけですが、この

介護度別で、それぞれ居宅サービスとそ

れから施設サービスを受けておられる方々

の介護度別の数字がわかりましたらちょっ

と教えていただけないでしょうか。

　同時に、認定を受けておられて実際に

サービスを受けておられる利用率という

ものをちょっと教えていただけたら、お

願いをしたいと思います。

　先ほども不用額のお話が出てまいりま

した。約７，０００万円ほどの不用額が

言われていますけども、以前は認定者の

中で実際サービスを利用している方が６

割ぐらいで、４割の方々が受けておられ

ない。その４割の方はとりあえず認定だ

け受けておこうという方々もいらっしゃ

るし、それからケアマネージャーさんと

のお話の中でサービスを削られる方、も

しくは経済的な負担等で絞られる方もい

らっしゃるんではないかと思いますが、

その点についてお聞かせをください。お

願いします。

　それから、介護予防についても今議論

もありました。これまでは一般の健康推

進事業の中で行われていたものが、今度

から予防介護事業の中にも組み込まれて

いくと思います。もちろん予防介護いう

のは大事なことだと思います。しかし一

方で、要支援の中でも本人がその気になっ

ていかないと、なかなかそれは効果がな

いのではないかなというような思いがす

るわけですけども、この間の介護保険に

直接かかわりがあるかわかりませんが、

しかしケアプランを立てる上でですね、

それから介護を進行させないという上で

は、それぞれの方々に対する高齢者の方々

の意欲を引き出すような支援がされてい

ると思うんですけども、その辺について

どのようなことが行われていたのか、そ

れをどのように生かしていくのかという

ことを、抽象的なんですが、ちょっと教

えてください。

　それから、保険料段階も今現在５段階

ありますが、保険料段階別に、もしわか

りましたら、施設入所者数を教えていた

だきたいと思うんですが、先般、なかな

かそれぞれの利用者の方々の所得まで捕

捉しにくいというお話もお聞きしており

ますので、わかればで結構です。よろし

くお願いします。

　それから、さきの本会議の一般質問で

もさせていただきましたが、介護保険料

の軽減措置の問題についてであります。

現在は先般の一般会計の中の繰り入れで

もお聞きしましたけども、社会福祉法人

の減免制度、先般お答えいただきました

が、その状況と、それから摂津市独自で

保険料の減免制度第２段階の方を一定の

条件のもとで第１段階の保険料に軽減を

するという制度が行われています。平成

１５年度は１９人の方が利用されたと聞

いていますが、平成１６年度はどうであっ

たのか。それから、当初、約２９０人ほ

ど見込んでおられたかと思いますが、そ
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の乖離についてＰＲが不足なのか、それ

とも制度のハードルが難しいのか、その

点についても見解をお聞かせいただきた

いと思います。

　それから施設利用者、それからショー

トステイやデイサービス等での食費につ

いてですね、これまでの食費の軽減の措

置についても把握している範囲で教えて

いただけたらと思います。

　それと同時に、この軽減措置について

の受けられる方のいろいろな基準がある

かと思いますが、それぞれ基準がクリア

しているかというのはなかなか利用者の

方々はわかりにくいと思いますが、申請

をすることによってそのサービスを受け

るということになるかと思いますが、そ

の辺の周知の問題ですね、どのような形

で行われているのかをお聞かせください。

　それから、特別養護老人ホーム、この

間、新しい施設も誕生したりして増床も

図られてまいりましたが、待機者は今現

在どのようになっているのか、教えてく

ださい。

　それから財源の問題です。介護保険の

給付に対する割合が、先ほどもありまし

たが、国の割合が４分の１、大阪府、摂

津市が８分の１、あと残り半分を３分の

１と３分の２と１号と２号とで分担をし

ているということでありますが、この平

成１６年度決算においてそれぞれ負担し

ている負担割合ですね、その割合と合致

しているのかどうかですね。私、計算し

てみますと、国の負担というのがどこを

とらまえて分母にし、どこをとらまえて

分子にするかというのがちょっとわかり

にくい部分もあったので、私なりの計算

をしたんですが、２２％になるんですね。

３％というと、かなり給付費全体が大き

いですから、国の負担がですね、その３

％が一体どうなっているのか、その２２

％という計算方法を私独自の計算で、自

分で計算したものですから、その点も詳

しくちょっとお教えを願いたいと思いま

す。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず給付費の伸び

を今後どう見込んでおるのかというご質

問でございます。これにつきましては単

純で、歴年のその伸びを足していくとい

う方法もございますが、平成１８年度の

見直しを含めまして、新予防給付、また

地域支援事業への新しい出費、こういっ

たことで給付費の見込みが非常に難しゅ

うございます。それで今、国から大阪府

を通じましてワークシートが配られてお

る状況でございますが、このシートを使

いましてすぐ出るのかなというふうに見

込んでおったんですけども、なかなかこ

の地域支援事業の中身がまだ煮詰まって

いないという情けない状況でございます。

こういったメニューの分に係る費用、そ

れから新予防給付、今、委員からご指摘

ありましたように、要支援１、要支援２

という新しい区分ですね、こういう軽度

の方たちに対する予防給付の割合がどう

なっていくのかとか、そういったことを

含めますと、なかなか見込みが立てづら

いと。これは本当はいかんことですけれ

ども、実情として本当に立てづらい内容

になってございます。あと限られた時間

ですけれども、実績を踏まえた中身と、

それから新しくつくっていくサービス、

地域密着型といいまして、摂津市域を圏

域ごとに分けて地域包括支援センターを

つくりまして、センターを設けまして、

その中で新しいサービスを構築したりで

すとか、介護予防のプランをつくったり

ですとか、そういった総合的なセンター

をつくって給付費の見込みも分析してい

かないといけないという状況でございま
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すので、今の段階では申し上げにくいと

いうことでご理解をいただきたいと思い

ます。

　それから、赤字額につきましても、赤

字というふうに最初から言うとまたお叱

りを受けてしまいますので、赤字はあっ

てはならんということで前提にしてお話

をしたいと思います。

　安定化基金から借り入れという、これ

をやりますと、当初、予算を組んだ際に、

平成１７年度の予算編成の際に１億円借

りようと考えておりました。それで保険

料に３年間で返済しないといけないとい

うことで、平成１８年度から返済になり

ますが、利息いうか金利はありません。

無利息で借り入れができますが、２００

円相当ぐらいのアップになるんじゃない

かなと。ですから、１億円で２００円。

あと諸条件なんですけれども、収納率が

極端に低いところはだめですよとかです

ね、一定基準を満たしてくださいとか、

それから本来的に自分とこの独自の軽減

をやって保険料にしわ寄せが寄っている

とか、そういうことはしていないですか

とか、そういう条件がございます。本市

の場合はその条件はクリアできそうなん

ですけれども、こういう状況でございま

すので、府下いろんな保険者は頭を悩ま

せておりまして、みんな借り入れをした

いという希望が殺到しておって、この安

定化基金についても優先順位を設けてい

かないかんとか、そういうことで大阪府

も今調査をしております。私どもは手を

挙げておりますけれども、のるかのらな

いかはまだ返事は来ておりません。いず

れにしましても、安定化基金を借り入れ

るのか、先ほども答弁させていただきま

したけども、平成１８年度の予算を先食

いさせていただくのか、繰上充用するの

かということのどちらかの選択で考えた

いと思います。

　３点目の利用者の増加につきましては、

要支援の方なり軽度の方、要介護１とい

う方の利用が伸びております。というの

は、認定者数につきましても、この要支

援と要介護１の方で大体認定者数の半数、

５３％を占めているという状況でござい

ますので、当然この方たちが使う率とい

うのは高くなります。ですから、認定者

数の増加に伴いサービス利用料も伸びて

いるというような状況でございます。

　認定者の利用率、先ほど認定を受けて

おりながらサービスを使われていない方

の状況はどうかということで、委員がおっ

しゃいました４割の方は使ってないんじゃ

ないか、そのとおりでございます。平成

１６年度で申し上げますと、在宅が１，

２０５人の利用、施設が３４６人、合計

１，５５１人の利用でございました。そ

して利用されていない未受給者について

は４１４名ということで、パーセントに

しますと受給されている方が７８．９％、

未受給者が２１．１％というような比率

が出ております。

　それから、居宅サービスの利用率とい

いましょうか、これは合計で、認定者の

うちの受給されている方は６７．３％。

ですから、先ほど委員がおっしゃいまし

た６割強、７割近くなっていますけども、

使われているということでございます。

　介護度別に申し上げますと、要支援が

６０．６％、要介護１が８１．３％、要

介護２が７６．９％、要介護３が５１．

２％、要介護４が４２．９％、要介護５

が５２．０％というデータでございます。

　それから介護予防、要支援の方の本人

の気持ちを引き出して、どのように意欲

を引き出す方法を考えているのかという

ご質問でございますが、今現在やってい

るサービスにつきましては、予防サービ
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スもあるにはあるんですけども、介護サー

ビスとあまり区別がないといいましょう

か、各事業者さんで利用されている、例

えばデイサービスでしたらあまり違いが、

支援の方と介護認定を受けた方とのサー

ビスの差がないというような実態でござ

います。今度は平成１８年度からはこの

辺をめりはりをつけて、支援の方に対し

ては予防給付を実施していく。介護認定

を受けた方については、要介護１以上の

方につきましては、その介護度に合った

サービスに進行を遅らせるような介護サー

ビスを組み立てていくというように見直

しをかけるということでございますので、

まず予防の人に無理やり体操させるとか、

訪問サービスを取り上げるとか、そうい

うことは一部噂されているようですが、

そういうことではなくて、本人の自立性、

自発性を促すような、利用者さんの同意

を得た上でそういうサービスを実施して

いくという方向で、また本人の気持ちが

なければ、いくら筋力トレーニングをやっ

ても成果は上がりませんので、本人の気

持ちを最大限尊重して、自分の気持ちに

合った、生活パターンに合った目的指向

型のサービスを展開するようにプランを

組み立てていくということで、地域包括

支援センターの保健士を中心に今そうい

うプランをつくっていくということで計

画中でございます。

　それから、５段階別の保険料について

でございますが、施設入所者数と保険料

段階というのは非常に難しいお問いでご

ざいます。そういう介護度別の利用者数

等々は資料等はございますが、保険料段

階別での利用というのは、申しわけござ

いませんが、今の段階で資料は持ち合わ

せておりません。

　それから、市の減免についてどうかと

いうお問いでございます。平成１５年は

ですね、保険料の減免といたしまして、

市の独自減免で１９人の利用者がござい

ました。平成１６年につきましては１４

名の利用でございます。金額は１２万１，

３６０円、平成１５年度は１８万４，５

００円でございました。この数字が当初

の２９０人の見込みとすごく乖離してい

るということで、ハードルが高いのでは

ないかというご質問もございましたが、

この保険料減免を設定いたしました際に、

条例を制定させてもらいました際には他

市の状況も当然見ておりますし、摂津市

が異常に高いハードルということではご

ざいません。蓋をあければこういうふう

に利用者が少なかったというのは、結果

的にハードルが高いんじゃないかと言わ

れてしまいそうですが、決して摂津市だ

けが高いということではなくて、２段階

の方が１段階に減額をさせていただくと

いうことがあまり魅力を感じていただけ

なかったのかなと。月額にして８００い

くらの減額、これがもう少し大きなもの

でしたら、また違ったのかなと。ただ、

何が何でも使わないかんという方もいらっ

しゃるので、申請に来られた際には事情

を説明させていただいて、預金の照会で

すとか、いろんな条件ですね、年収条件

をご説明させていただいて制度利用して

いただくようにはご指導させていただい

ておりますけれども、決して制度の周知

をおろそかにしているとか、そういうこ

とではなくて、訪問聴取をさせていただ

いた際とか接触率を高めておりますので、

その中でこういう減免制度がございます

よという紹介はさせていただいています

ので、周知がちょっと足らんということ

はないかなというふうに思っております

し、ハードルが高いのかなということで

もないというふうに思っております。

　ただ、一般質問の答弁でもさせていた
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だいたかと思いますが、この減免制度自

体が利用実績を踏まえて、これだけじゃ

効果がないというふうに思われても致し

方ございませんので、何か次の保険料段

階を設定する際に、５段階ではなくて、

もう少し細分化するとか、また料率設定

を市独自のものでできることであれば、

市の裁量でできる範囲であればそういう

ことを実施して、きめ細かい保険料設定

をすることで減免以上の効果が出るのか

なというふうなことも含めて総合的に検

討してまいりたいと思っております。

　それから、施設利用の食費の軽減につ

きましてですが、これは特養ですかね、

例に挙げますと、今回のこの改正、１０

月の改正、一部改正にもございましたが、

施設入所者の食費に限って調べさせてい

ただいた内容ですが、旧の第１段階の方

が２６名、旧の第２段階が１８１名、旧

第３段階が３６１名と、この旧第１、第

２が食費の負担が軽減を受けている方で

す。今度１０月から負担段階が変わりま

して、１段階はほぼ並行でそのまま移り

ます。しかし、この２段階が新２、新３

段階と区分が二つに分かれまして、負担

限度額が軽くなる方と重くなる方といらっ

しゃると。旧第３段階は第４段階という

形で負担増という形でございますが、食

費の軽減の最終的な効果につきましては、

１０月からスタートいたしましたもんで

すから、国保連合会等々の審査を経て、

こちらの手元に集計がまいりますのが１

２月回ってからということで、２か月ほ

どの誤差がございますので、正確にはど

れだけの方が影響を受けたかということ

はつかみづらい状況でございます。しか

し、今申し上げましたように、旧第２段

階の、仮にですね、食費負担が日額５０

０円の方が新制度によりまして３９０円

になる方と６５０円になる方とこの二通

りに分かれますが、その比率につきまし

ては、３９０円の方の方が２倍、先ほど

１８１人の旧第２段階の方が１３７名は

新第２段階に、６４名が新第３段階に移

りますので、合計はちょっと合いません

けども、これは旧の方と新の方の調べる

月が違いますので、若干増えております

けれども、比率的には負担減の方の方が

少し多いのかなというふうに今のところ

つかんでおりますが、第４段階の一番高

い方につきましては、まだ数が確定して

いませんので、これだけをもって負担減

だということはちょっと口幅ったいかと

思いますので、この結果につきましては、

また次回でもお答えをさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。

　続きまして、軽減の基準把握、周知の

方法、これは先ほどちょっと述べさせて

いただいたと思いますので、割愛させて

いただきます。

　それから、特別養護老人ホームの待機

者でございますが、平成１７年１０月１

日現在、最新版の待機状況を申し上げま

すと、１３４名の方が特養待機でいらっ

しゃいます。摂津市民の方でございます。

平成１７年４月１日では１１４名、平成

１６年１０月１日では１０６名というよ

うな経過で進んでおります。ご承知のよ

うに、平成１６年１２月には特養ひかり

さんが７０床でオープンいたしましたが、

これである程度、吸収できるかなという

ふうに思っておりましたが、若干伸びて

いると思います。しかし、この中身を見

てみますと、ホームに現在入所中の方も

改めて市内の施設を申し込んでいらっしゃ

るという方ですとか、病院とか有料老人

ホーム、グループホーム等々の施設に入

所の方もいらっしゃいますので、この１

３４をグッと絞り込んで、どれだけの方
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が対象になってくるのかなというと、一

概にこの１３４人がすべて待っていらっ

しゃるというか、優先度が高いというこ

とではないのではないかなと。また、そ

の介護度によりましても、要介護４とか

５とか重度の方が５１名いらっしゃいま

すので、それ以外の方については軽度の

方ですから、緊急度合いはどうなのかな

ということでございます。

　それから、１３４という数字は他市に

比べて多いのか少ないのかと、これも調

査いたしましたら、決して摂津市の場合

は人口規模に比較いたしましても多い方

ではございません。北摂では２番目に低

い待機状況でございます。高槻が一番待

機者が低い状況、人口割でございますけ

ども、決して高い状況ではないので、市

内の特養に限った調査でございますが、

他市の特養なんかも利用されている方も

いらっしゃいますので、この待機者数で

多いのか少ないのかはちょっと判断しづ

らいというふうに思っております。

　それから最後になりましたが、財源の

構成でございます。委員が試算された国

の負担は２２％かなということでおっしゃ

いましたが、我々は１８％の１号被保険

者の保険料の負担の中で考えておるんで

すけれども、国の負担が実は２５％と言

われていますのは、これは名目上の負担

でありまして、実際はこの２５％のうち

の５％は、先ほど国保の中でもありまし

たが調整交付金というような割合でござ

いまして、これは後期高齢者の人口割合

がどうなっているのか、それから所得階

層段階の割合がどうなっているのかとい

うような計算式を補正係数を掛けまして、

摂津市の場合は５％をもらえてません。

昨年平成１６年度の実績では１．９９％、

平成１５年度は２．３５％でございまし

た。年々落ちてきています。５％あって

初めて我々１８％の保険料率の設定が可

能だということでやっておるんですが、

　実際は１．９９、２％を切りましたの

で、残り３％分を１８％に足して２１％

で市の保険料を考えていかないといけな

いという状態でございます。ですから、

先ほど上村委員の質問にもございました

が、給付費の赤字、介護保険財政が困っ

ている要因としましては、入ってくるも

んが入ってこないという収入減もあるわ

けでございます。調整交付金が、若い市

である、また、所得階層的にも低い方と

高い方、基準５段階ありますが、１、２

の低い方と４、５の高い方のこの比べ合

わせでもって全国平均を上回っていると。

ですから補正係数が高くなりまして、思っ

たような、平均５％の調整交付金がいた

だけないという状況でございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　ありがとうございます。新

しい制度についてはですね、１０月から

スタートしたものであって、１２月過ぎ

ないと正確な数字もつかめないというこ

とでございますので、また資料がそろい

次第、ぜひその情報も教えていただけた

らなと思います。

　それから、新制度が間もなく来年の４

月から新予防給付、地域包括支援センター

などを中心として始まっていくというこ

ととあわせて、要支援、要介護の方が細

分化されて新予防給付の方に移行してい

くということの中で、ちょっと介護度別

の居宅サービス、それから介護度によっ

て要介護１の方が要介護１と要支援２に

分かれて、要支援２の方が施設に入れる

介護度にはならなくなるということで、

その点ちょっとわかればと思いましてお

聞きしたんですが、これについてもまた

ぜひ分析をして、これは利用者の方、そ

れから介護サービスを受けようとする方々
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にとって非常に大きな問題であり、不安

を抱えている問題、関心事でありますの

で、市としてはやはり実態を把握してい

ただいて、市民への情報提供をしていた

だく中で新たな計画を、これも市民に公

開する中で進めていっていただくという

ことが大事ではないかなと思っています。

　そういう点からいきますと、新制度を

つくっていく上でまたいろいろな、地域

包括支援センターであったり、介護予防、

地域の密着型のサービスであったり、そ

れから国の政令等もまだ不十分な点があ

るとも思うんですけども、順次、そういっ

た情報や政令等ができて、急ピッチでこ

れから進めていくことになるのかなと思

うわけですが、地域包括支援センターに

おいては２か年の猶予期間があるとも聞

いています。市民の皆さんにきちっとし

た情報がないままに、言い方は悪いかも

しれませんけど、見切り発車的に進める

のであれば、逆にちょっと時間をとって

ですね、本当に地域で密着した予防介護

サービスができるような体制をつくって

いくということも私は選択肢の１つだと

思うんですけども、その点は今の段階で

答えられる範囲でお答えいただけないか

なと思います。

　それと財源の問題ではですね、これは

介護保険の制度を国に対して保険料の減

免、利用料の減免、軽減措置については

国の制度としての要求というのはこの間

もしてきていただいていると思います。

そしてこの調整交付金についても２５％

の中に入れるんじゃなくて外に出すべき

やと。これ２５％という財源をもとに保

険料が計算されるのに、それが約束され

ずに介護保険、地域で責任持ってやれっ

ていうのは、これはあまりにも無責任な

対応だと言わざるを得ないと思うんです。

これは市としても、また各市町村同じ思

いだとも思いますので、改めて強く要求

をしていただくとともに、要望を挙げて

いただいて、国の財源をしっかりと確保

していただくように要望をしておきたい

と思います。

　あと１点、軽減の措置については国に

求めるのも当然でありますけども、摂津

市として、今、保険料段階の細分化であっ

たり料率のときにどのようなことができ

るかというようなお話もありましたが、

利用料が増えていくということも今心配

されておりますので、その点についても

考えていただくことができないかなとい

うように思います。

　同時に、今ある制度が該当する人が漏

れなく受けられるような情報提供を、今

後、今かなりの部分で周知の方はできて

いるというふうにおっしゃいましたが、

新しい制度のもとでもう既に１０月から

始まっていて、食事も申請をしないと旧

第２段階の方が新第２段階になるのに、

新第３段階で高い負担をしなければいけ

ないという方がいることもあるのかなと。

先ほどの老健の方でも、申告をしていな

いお年寄りには捕捉ができてなくて、７

割の方が国保ですから、そちらの方でお

知らせされているというお話でしたけど

も、残りの３割の方については情報が届

いてなくて、ひょっとしたら申請せずに

高い負担の方になっている方もいらっしゃ

るかも知れませんが、そういった情報提

供についてもこれからいろいろな枠組み、

システムづくりが進められていくと思い

ますので、その点についても要望してお

きたいと思います。

　そして、新しい制度について、もちろ

ん現在利用している方、施設の利用者の

方、それから居宅サービスを受けておら

れる方、それから介護事業者の方々、こ

の方々への情報提供や説明というのは当
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然のことだと思うんですけども、４０歳

以上すべての方々が今、保険料を何らか

の形で納付している。これも強制保険で

ございますね。保険料を払っている被保

険者でございますので、広く市民の皆さ

んにですね、新しい介護保険制度、これ

大幅に、今までと大分介護保険の趣旨も

変わってくるものであると思いますので

地域での説明会を行うとか、求めに応じ

て説明に出ていくとかいうようなことを

進めていただきたいと思いますが、その

辺のお考えについて最後お聞かせいただ

けたらと思います。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　それではまず、介

護度別のサービス実態についてよくよく

把握をしておきなさいというご指摘でご

ざいますが、誠にそのとおりで、これか

らサービス実態、つかんでいかないと計

画にはなりませんので、残された期間で

すけども、万全を期していきたいと思っ

ておりますし、利用者の不安、要するに、

介護度認定が要支援１、要支援２という

形で新たに認定がされて、施設の入所が

だめなんじゃないかというような委員の

ご指摘でございますが、これにつきまし

ては、平成２０年度までの３か年、今入

所されている方で仮に要介護１の方が更

新のときに要支援１か要支援２という判

定が出た場合は、出ていってくださいな

んていうことは言えませんので、経過措

置を設けてですね、３年間はそのままい

らっしゃって結構ですというような措置

も考えられておりますので、すぐには利

用者の不安をあおるような制度にはなっ

ていないということでご理解をいただき

たいと思います。

　それから、市民向けの情報公開、これ

は当然のことでございまして、今回のか

がやきプラン、介護保険第３期事業計画

につきましても、一定の期間で、市民の

方にお示しをしたい、またパブリックコ

メントという形でご提供させていただき

たいというふうに考えております。

　それから、急ピッチで進めてですね、

改革を、２年の猶予期間もあるのに、そ

んなに拙速なことをしてどうかというよ

うなお問いでございますが、２年の猶予

がございますのは、新予防給付と地域包

括支援センターの立ち上げに関しては２

年の猶予が条例の中で、私どもはできま

せんというようなことを明記してですね、

猶予はできるということは書いてござい

ますが、地域支援事業、要するに介護予

防事業を地域で展開する、これについて

は待ったなしでございます。ですので、

地域支援事業だけやって地域包括支援セ

ンターなり新予防給付は後回しという、

こういうバランスの悪いやり方は私ども

はやりたくないと。やるからにはセット

で包括的に実施していきたいと思います

ので、このために１１月から、先般の人

事異動もございましたが、準備室を開設

いたしまして本格的に取り組んでいきた

いというふうに考えておりますので、残

された時間はわずかですけども、何とか

その中で頑張って計画をつくっていきた

いというふうに思っています。

　それから、財源の問題ですが、これは

要望ということでおっしゃっていただき

ましたが、我々、当然、歳入が入ってこ

ないということは保険者として政策がや

りにくい、事業が展開しにくいというこ

とで本当にシビアな問題ですので、これ

は引き続き強く国に要望していくという

気持ちでいてますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

　また、利用料の軽減を設けてはどうか

と従来から要望はされておりますが、こ

の状況の中で一般会計からまた繰り入れ
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をお願いして、利用料の軽減のための歳

入を組むというような今は情勢にはない

というふうに思っておりますし、何とか

うちなるものから立て直しをして、それ

から利用料、今１割ですけども、２割、

３割になるんじゃないかと噂をされてい

ますけども、当面は１割でいくというふ

うに私ども理解しておりますので、その

ためにも利用料の減免ということについ

ては今のところは考えておりませんので、

保険料の減免について今後どうしていく

か、そちらの方にもう少し力を入れてい

きたいというふうに思っております。

　それから、新たな制度周知、制度の改

正について申請しないと受けれるもんも

受けられないという、確かに先ほどの食

費の話でもですね、食費負担の分でも２

段階の人がそのまま２にとどまるのか３

になるのかで大違いだと、確かにそうで

ございますが、私どもの入所施設に対す

る周知啓発につきましては、これは施設

に入所の方、全員にお知らせをしていた

だくように施設とタイアップしまして、

漏れなく申請書等の配付はさせていただ

いておりますので、１００％市内の施設

についてはできているのかなと。

　市外の施設を利用されている方につい

ては、その施設のやり方もありますけど

も、私ども郵送、電話等で、こういう制

度がありますのでということで紹介させ

ていただいておりますので、施設入所者

の方については周知を行き届くように配

慮させていただいておるところでござい

ます。

　それから最後になりました。４０歳以

上の方、被保険者すべての方に周知でき

るように、何らかの形でいうか、我々も

そうなんですけども、払っているばっか

りで、何で介護保険がうまいこといって

ないんだということを問われても、何か

情報がない限りわかりませんので、広報

でも特集を組ませていただきました。運

営状況というような中身ではございませ

ん。これから介護保険の制度が変わりま

すよということと含めて、タイムリーに

情報を発信していきたいというふうに思っ

ておりますし、介護保険課のロビーを見

ていただきましたら制度改正についての

手づくりのポスターも張らせていただい

ておりますし、いろんな関係機関からも

制度改正についてお呼びがかかっており

ます。会派の方からもお呼びもかかりま

した。いつでも呼んでいただきましたら、

態勢の整う限り出向いてご説明をさせて

いただく気持ちでいておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

○嶋野委員長　ほかに質疑ございますで

しょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後３時５７分　休憩）

（午後３時５８分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　認定第３号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。
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　認定第４号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　認定第７号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　認定第８号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　これで本委員会を閉会いたします。

　どうもお疲れさまでした。

（午後３時５９分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 嶋野浩一朗

民生常任委員  本保加津枝
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